
掲
納
と
印
結
に
つ
い
て

一
清
代
掲
納
制
度
論
考
　
ロ
ー

伍

躍

【
要
約
】
　
聴
納
と
い
う
の
は
、
政
府
が
財
政
難
を
解
決
す
る
た
め
に
、
所
定
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
、
官
職
や
栄
典
な
ど
を
販
売
し
、
一
般
人
民
や
富
僚

が
そ
れ
を
購
入
す
る
制
度
で
あ
る
。
清
代
の
官
僚
制
度
史
・
政
治
史
・
財
政
史
・
官
僚
生
活
史
、
及
び
社
会
史
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
避
け
て
通
る

こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。
印
結
と
は
、
現
職
官
僚
が
発
行
す
る
、
厚
切
の
押
さ
れ
る
保
証
書
で
、
文
書
行
政
を
特
徴
と
す
る
伝
統
中
国
の
日
常
行

政
の
な
か
で
よ
く
使
わ
れ
る
文
書
の
一
つ
で
あ
る
。
暴
挙
の
現
場
で
は
、
掲
納
を
す
る
入
の
輝
光
を
確
認
す
る
た
め
に
、
清
朝
政
府
は
、
彼
ら
に
対
し
、

印
結
の
提
出
を
義
務
付
け
た
。

　
本
文
は
、
印
結
の
由
来
を
概
観
し
、
絹
納
と
凝
結
と
の
関
係
、
印
結
局
に
よ
る
団
結
・
印
結
手
数
料
・
印
結
銀
の
管
理
、
葦
囲
銀
と
京
官
収
入
と
の
関

係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
「
徴
信
原
理
」
に
基
づ
い
て
結
成
し
た
印
結
局
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
性
格
に
つ
い
て
説
明
し
た
う
え
で
、
「
友
」
で
呼
び

合
う
印
結
局
か
ら
見
ら
れ
る
伝
統
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
の
動
き
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
六
巻
一
号
　
二
〇
〇
三
年
一
月

掲納と印結について（伍躍）

は
　
じ
　
め
　
に

　
前
近
代
の
中
国
で
は
、
官
僚
は
、
公
務
執
行
を
と
も
な
う
公
権
力
の
行
使
を
利
用
し
て
、
私
腹
を
肥
や
す
が
、
政
府
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を

知
り
な
が
ら
黙
認
す
る
、
と
い
う
慣
行
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
不
思
議
な
の
は
、
皇
帝
の
膝
元
で
堂
々
と
事
務
所
を
設
け
て
、
官
僚
の
私

腹
を
肥
や
す
金
銭
を
管
理
し
分
配
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
　
堕
し
て
奇
妙
に
見
え
る
が
、
実
は
当
時
に
お
い
て
は
、
官
僚

（1）1



の
み
な
ら
ず
、
社
会
の
世
論
も
ご
く
当
た
り
前
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
清
末
の
度
肝
に
か
か
わ
る
同

郷
京
官
印
結
と
印
結
銀
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
前
稿
の
な
か
で
、
私
は
翼
竜
制
度
の
第
一
歩
と
も
言
わ
れ
る
「
報
掲
」
、
つ
ま
り
一
般
人
民
が
官
職
や
身
分
な
ど
を
「
購
入
」
す
る
手
順
の

復
元
に
努
め
、
報
掲
に
か
か
わ
る
中
央
と
地
方
の
財
政
利
益
の
問
題
、
報
指
代
行
に
よ
る
利
益
の
確
保
に
努
め
て
い
た
ギ
ル
ド
の
役
割
の
問
題
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

如
上
代
行
に
依
存
す
る
社
会
集
団
の
問
題
を
論
じ
た
。
そ
の
な
か
で
、
印
結
は
面
起
の
際
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
の
一
つ
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
近
年
に
公
表
さ
れ
た
五
重
史
料
を
利
用
し
、
掲
納
と
印
結
と
の
関
係
を
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
す
る
と
と
も
に
、
官
僚
制
度
史
の
研
究
を
さ
ら
に
進
め
て
い
く
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
研
究
を
通
し
て
、
清
末
の
掴
納
に
お
け
る

印
面
の
重
要
性
、
丁
番
の
管
理
喜
雨
、
印
結
と
官
僚
生
活
と
の
関
係
な
ど
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
中
国
官
僚
制
度
史
、
官
僚
生
活
史
お
よ
び

官
僚
の
人
間
関
係
史
の
研
究
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下
で
は
、
ま
ず
印
結
の
由
来
を
概
観
し
、
掲
納
と
印
結
と
の
関
係
、
印
結
の
管
理
制
度
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
印
結
は
、
官
僚
生
活
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
説
明
し
た
う
え
で
、
印
結
か
ら
見
ら
れ
る
伝
統
社
会
か
ら
近
代
社
会
へ
の
動
き
に
つ
い

て
私
見
を
述
べ
た
い
。

　
①
拙
稿
「
清
代
掲
納
制
度
論
考
－
一
報
掲
を
中
心
に
一
」
（
夫
日
進
編
『
中
国
　
　
～
＝
○
頁
。
張
徳
昌
『
清
末
一
個
京
官
的
生
活
』
（
香
港
、
中
文
大
学
、
一
九

　
　
明
清
地
方
棺
案
の
研
究
㎞
、
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
〇
　
　
　
　
　
七
〇
年
）
、
第
四
七
～
四
九
頁
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
印
結
の
由
来

　
　
年
三
月
、
第
一
〇
三
～
一
三
〇
頁
）
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
び
管
理
制
度
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
い
た
っ
て
い
な
い
。

　
②
許
大
齢
『
清
代
捕
納
制
度
㎞
（
北
京
、
燕
京
大
学
、
一
九
五
〇
年
）
、
第
一
〇
七

2　（2）



絹
納
と
印
結

措納と印結について（伍躍）

1

行
政
文
書
と
し
て
の
印
結

　
清
逸
の
行
政
文
書
の
な
か
で
、
「
髪
結
」
は
よ
く
使
わ
れ
る
書
類
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
前
代
の
「
印
信
保
結
」
を
直
接
継

承
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
「
印
」
と
は
、
「
農
高
」
、
つ
ま
り
官
印
の
こ
と
で
あ
る
。
「
結
」
と
は
「
保
結
」
の
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
他
人
の

身
分
や
行
為
な
ど
に
偽
り
が
な
い
こ
と
を
証
明
し
保
証
す
る
文
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
筆
墨
」
と
は
、
官
印
の
押
さ
れ
る
保
証
書
、
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ま
り
有
印
公
文
書
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

　
清
里
、
印
結
は
重
要
な
行
政
文
書
の
一
種
と
し
て
、
官
僚
の
人
事
管
理
（
鐙
選
、
人
事
評
価
、
病
気
休
養
な
ど
）
か
ら
、
日
常
の
行
政
事
務
（
職

務
交
代
、
災
害
報
告
な
ど
）
に
至
る
ま
で
広
く
使
わ
れ
て
い
て
、
『
大
清
律
例
瞼
や
「
上
例
」
の
な
か
に
、
馬
主
の
使
用
に
関
す
る
規
定
が
設
け

　
　
　
　
②

ら
れ
て
い
る
。
印
結
の
用
途
が
し
だ
い
に
広
が
る
現
状
を
受
け
て
、
清
代
乾
隆
年
間
で
は
、
凝
結
の
使
用
範
囲
と
書
式
を
整
理
す
る
動
き
が
出

て
き
た
。

　
た
と
え
ば
、
『
直
隷
冊
結
款
式
』
は
、
直
隷
布
政
使
司
が
直
隷
総
督
方
観
承
の
指
示
を
受
け
て
、
遠
江
省
の
関
係
規
定
を
参
考
に
し
編
纂
し

　
　
　
　
　
③

た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
冊
」
と
は
、
論
文
を
も
っ
て
上
司
に
報
告
を
行
な
う
際
に
つ
け
加
え
る
説
明
の
文
書
で
あ
り
、
「
結
」
と
は
先
に

述
べ
た
印
結
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
三
三
種
に
も
の
ぼ
る
印
結
の
書
式
が
こ
の
本
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
利
用
し
て
、
儒
学
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
ぞ
く
直
隷
の
地
方
文
官
衙
門
が
使
用
す
る
印
象
の
種
類
と
そ
の
書
式
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
印
結
は
、
文
書
行
政
を
特
徴
と
す
る
行
政
運
営
の
な
か
で
広
く
使
用
さ
れ
て
お
り
、
欠
か
せ
な
い
書
類
の
～
つ
で
あ

る
。
そ
れ
を
使
用
す
る
目
的
は
、
現
職
官
僚
の
保
証
人
と
し
て
の
責
任
を
よ
り
明
確
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
に
は
違
い
な
い
。

　
以
下
で
は
、
本
論
に
戻
っ
て
、
揖
納
に
か
か
わ
る
印
結
の
こ
と
を
説
明
し
た
い
。

3　（3）



2

携
納
に
お
け
る
印
結
使
用
の
開
始

4　（4）

　
清
代
、
耳
門
（
後
述
）
に
あ
た
っ
て
、
斎
串
者
が
同
郷
京
官
、
つ
ま
り
同
じ
省
の
出
身
で
、
中
央
官
庁
に
務
め
て
い
る
五
・
六
品
官
僚
か
ら

取
り
寄
せ
た
印
書
を
提
出
す
る
の
は
、
法
例
に
よ
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
受
電
は
、
報
筆
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
た
め

の
必
要
書
類
で
あ
る
。
近
代
的
識
別
方
法
が
な
く
、
戸
籍
記
録
の
乱
れ
る
恐
れ
が
あ
る
当
時
に
お
い
て
は
、
替
え
玉
で
は
な
く
本
人
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
印
結
が
主
要
な
方
法
と
し
て
長
い
間
使
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
ま
ず
報
掴
に
際
し
て
印
結
の
使
用
は
い
っ
か
ら

始
ま
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
ょ
う
。

　
順
治
六
年
（
一
六
四
九
）
、
軍
事
費
調
達
の
た
め
に
、
清
代
に
入
っ
て
最
初
の
摘
納
、
つ
ま
り
輪
生
の
指
納
が
開
か
れ
た
。
さ
ら
に
、
「
三
藩

の
乱
」
を
鎮
圧
す
る
た
め
の
軍
事
費
捻
出
に
あ
た
っ
て
、
康
煕
一
四
年
（
一
六
七
五
）
、
実
官
の
指
納
も
始
ま
っ
た
。
こ
の
頃
の
関
係
規
定
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

印
結
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
や
は
り
こ
の
頃
、
官
僚
の
中
か
ら
印
結
の
必
要
性
を
訴
え
る
意
見
が
出
さ
れ
た
。
康
煕
一
六

年
（
一
六
七
七
）
、
巡
視
中
城
江
南
道
監
察
御
史
和
学
鼎
は
、
報
掃
に
関
す
る
題
本
の
な
か
で
、
陶
製
し
ょ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
現
職
の
官
僚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

や
民
間
人
を
問
わ
ず
、
同
郷
京
宮
印
結
の
提
出
を
条
件
に
言
納
の
関
係
手
続
き
を
す
ま
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、

同
郷
京
官
印
結
は
古
聖
に
際
し
て
必
要
な
書
類
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
和
幣
鼎
の
こ
の
提
案
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ど
う

か
は
不
明
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
康
煕
二
九
年
（
一
六
九
〇
）
に
成
立
し
た
則
例
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
康
煕
二
九
年
の
時
点
で
は
、
同
郷
卑
官
の
三
戸
を
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

損
の
必
要
書
類
と
す
る
規
定
が
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
当
時
、
掲
納
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
つ
れ
て
、
様
々
な
問
題
が
出
て
き
た
。
そ
の
う
ち
の
｝
つ
は
、
「
改
名
摘
納
」
あ
る
い
は
「
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

掴
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
例
に
よ
っ
て
据
納
を
禁
じ
ら
れ
た
者
が
、
名
前
や
本
籍
地
を
偽
っ
て
掲
署
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
、
吏
部
は
、
す
で
に
義
務
付
け
ら
れ
た
同
郷
京
官
印
結
の
ほ
か
に
、
本
籍
地
地
方
官
印
結
の
提
出
も
義
務
付
け
ら
れ



る
よ
う
、
提
案
し
た
。
こ
の
提
案
に
よ
れ
ば
、
康
煕
二
九
年
当
時
、
同
郷
京
官
印
結
の
取
得
は
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
掲
納
に
あ
た

っ
て
印
結
の
役
割
は
、
そ
の
報
慌
者
は
果
た
し
て
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
た
め
、
具
体
的
な
時
期
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
な
お
で
き
て
い
な
い
も
の
の
、
報
掲
に
際
し
て
同
郷
京
官
印
結
の
提
出
は
、
康
煕
一

六
年
以
後
、
二
九
年
以
前
に
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

　
次
か
ら
は
、
指
納
に
際
し
て
の
印
結
問
題
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

3
　
捕
納
に
際
し
て
の
印
結

　
絹
納
を
す
る
者
は
、
一
般
人
民
の
み
な
ら
ず
、
官
僚
も
含
ま
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
事
納
の
際
に
廷
丁
を
取
り
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
一
般
人
民
と
官
僚
か
ら
の
掲
納
者
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
両
者
に
よ
る
樹
心
の
手
続
き
に
沿
っ
て
、
摘
草
に
際
し
て
の
印
結
問
題

を
探
っ
て
み
た
い
。

指納と印結について（伍躍）

　
ω
　
【
般
人
民
に
よ
る
実
官
の
捕
納
に
あ
た
っ
て

　
四
富
農
】
生
絹
と
は
、
馬
具
の
第
一
歩
で
、
「
俊
秀
」
（
一
般
人
民
）
は
所
定
の
手
続
き
に
ふ
ま
え
て
、
任
官
に
必
要
な
監
生
や
貢
生
の
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
受
納
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
で
あ
る
。
清
末
の
小
説
『
宮
場
現
形
記
』
の
な
か
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
。
あ
る
年
、

陳
西
省
か
ら
上
京
し
た
田
舎
者
の
趙
温
は
、
そ
の
年
の
管
鑓
に
落
第
し
て
、
故
郷
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
父
親
か
ら
手
紙
と
銀
二
、

○
○
○
両
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
手
紙
の
な
か
で
、
父
親
は
、
も
し
合
格
な
ら
ば
、
も
と
よ
り
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
落
第
な
ら
ば
、

急
ぎ
「
中
書
」
を
指
幽
し
て
京
師
に
て
奉
職
す
る
よ
う
に
彼
に
指
示
し
て
い
る
。
趙
温
は
、
同
行
す
る
革
職
し
た
典
史
銭
伯
券
に
頼
ん
で
、
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

段
の
安
い
絹
暴
悪
を
探
ら
せ
る
～
方
、
印
結
を
も
ら
う
た
め
に
、
同
郷
京
官
を
探
し
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
、
同
郷
京
官
印
結
は
黒
鴨
の

第
一
歩
一
報
掲
の
際
に
欠
か
せ
な
い
証
明
書
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
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京
師
で
報
讃
す
る
場
合
、
知
り
合
い
の
同
郷
京
官
あ
る
い
は
指
納
代
行
業
者
か
ら
取
り
寄
せ
た
印
結
は
、
「
具
呈
」
（
事
書
申
請
書
を
提
出
す
る

こ
と
）
の
時
に
関
係
書
類
と
あ
わ
せ
て
戸
部
指
冷
房
に
提
出
さ
れ
る
。
一
般
の
恩
納
者
は
、
そ
の
同
郷
京
官
印
結
の
提
出
を
も
っ
て
、
戸
部
に

来
て
掲
納
し
た
の
は
確
か
に
自
分
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

　
【
大
過
】
「
大
掃
」
と
は
、
掴
納
を
し
て
任
官
に
必
要
な
監
生
や
生
生
の
身
分
を
手
に
し
た
者
は
、
さ
ら
に
希
望
す
る
宮
職
を
据
署
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
「
掲
免
愛
野
」
、
つ
ま
り
保
挙
（
推
薦
）
の
免
除
を
一
緒
に
掲
窪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

蜂
起
の
条
件
を
整
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
「
揚
鍋
」
と
「
粥
免
保
挙
」
の
た
め
に
、
同
郷
京
官
の
印
結
は
そ
れ
ぞ
れ
｝

枚
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
な
る
べ
く
早
く
官
職
に
就
く
た
め
に
、
「
富
農
」
と
い
っ
た
寂
然
・
候
補
の
優
先
権
、
た
と
え
ば
「
双
月
」
（
偶
数
の
月
に
行
わ

れ
る
鐙
選
だ
け
に
参
加
で
き
る
資
格
を
掲
納
す
る
）
、
「
三
班
留
書
」
（
奇
数
や
偶
数
の
月
を
問
わ
ず
な
る
べ
く
早
く
鐙
選
に
参
加
で
き
る
三
つ
の
資
格
、
つ
ま

り
本
官
先
用
、
単
立
春
用
、
不
論
双
単
月
忌
用
を
あ
わ
せ
て
掲
覆
す
る
）
、
「
過
班
」
（
候
選
宮
は
新
た
に
実
施
さ
れ
た
掲
納
事
例
に
し
た
が
い
、
さ
ら
に
優
先

権
を
絹
偏
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
い
優
先
権
を
新
し
い
優
先
権
に
切
り
替
え
る
こ
と
）
、
「
分
発
」
（
補
欠
要
員
と
し
て
各
省
に
送
ら
れ
る
優
先
権
）
や
「
指

顧
」
（
候
補
先
三
省
を
自
ら
指
定
す
る
こ
と
）
な
ど
を
絹
納
す
る
の
は
清
末
の
一
般
的
や
り
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
実
官
を
獲
得
す
る
た
め
に
、

「
試
俸
」
（
試
用
期
限
）
の
免
除
や
、
自
分
の
都
合
に
よ
り
重
器
の
た
め
の
人
事
審
査
手
続
き
、
た
と
え
ば
「
験
看
」
の
免
除
も
指
納
す
る
。
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

す
る
に
、
二
選
に
欠
か
せ
な
い
手
続
き
は
、
製
籔
（
銭
引
き
）
を
除
く
ほ
と
ん
ど
を
据
納
に
よ
っ
て
す
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
一
連
の

指
納
手
続
き
を
す
ま
す
に
は
、
報
愚
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
身
元
保
証
書
で
あ
る
同
郷
京
官
印
結
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　
【
注
冊
】
「
大
権
」
の
塁
壁
を
終
え
た
掲
聖
者
は
、
「
戸
部
執
照
」
（
資
格
証
明
書
）
を
入
手
し
た
時
点
で
は
、
任
官
資
格
を
有
す
る
も
の
の
、

実
官
と
い
っ
た
実
際
の
ポ
ス
ト
を
ま
だ
有
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
知
県
ポ
ス
ト
を
報
指
し
た
者
は
、
こ
の
時
点
で
は
「
候
選
知
県
」
と
呼

ば
れ
る
「
候
面
争
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
、
実
際
の
ポ
ス
ト
を
得
る
た
め
の
虚
心
鐙
選
に
参
加
す
る
前
に
、
ま
ず
「
注

冊
」
と
い
う
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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掲納と目結について（伍躍）

　
注
滑
と
は
、
吏
部
が
書
類
を
審
査
し
た
う
え
で
、
候
選
歌
の
名
前
を
鐙
選
の
名
簿
（
「
冊
」
）
に
つ
け
る
（
「
注
」
）
、
き
わ
め
て
重
要
な
人
事
手

続
き
で
あ
る
。
こ
の
手
続
き
は
か
な
り
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
関
係
史
料
を
総
合
し
て
そ
の
概
要
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　
地
方
で
愚
母
し
て
候
卑
官
に
な
っ
た
者
は
、
出
身
地
官
庁
に
「
赴
選
冊
結
」
（
恩
師
の
鎗
選
に
参
加
す
る
た
め
の
、
掲
暗
者
の
身
分
を
証
明
す
る
書

類
と
印
結
）
の
発
行
を
求
め
る
（
た
だ
し
、
京
師
で
摺
駕
し
た
者
は
戸
部
よ
り
地
元
官
庁
に
依
頼
す
る
）
。
報
占
者
出
身
地
の
州
県
地
方
官
は
、
本
人
の

申
請
を
受
け
取
っ
て
か
ら
半
月
以
内
に
、
当
人
の
「
族
隣
甘
結
」
（
一
族
や
隣
人
が
提
出
す
る
証
明
書
）
に
詳
文
（
上
級
官
庁
に
提
出
す
る
正
式
な
報

告
書
）
や
印
結
を
添
付
し
、
府
や
布
政
司
に
提
出
す
る
。
省
の
総
督
無
縁
は
、
府
や
布
政
司
よ
り
「
転
詳
」
（
下
級
官
庁
は
詳
文
を
添
付
し
た
う
え

で
、
関
係
書
類
を
上
級
窟
庁
に
送
る
）
さ
れ
た
書
類
に
さ
ら
に
「
誓
文
」
（
平
行
文
書
の
一
種
）
を
付
け
て
、
州
県
の
長
文
を
作
成
さ
れ
た
日
か
ら
半

月
以
内
に
、
戸
部
に
送
る
。
な
お
、
報
掃
者
は
地
元
か
ら
上
京
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
自
ら
持
参
し
て
戸
部
に
提
出
す
る
。
戸
部
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
れ
ら
の
書
類
を
受
け
取
っ
て
か
ら
吏
部
に
通
知
す
る
。

　
里
芋
は
、
戸
部
か
ら
の
連
絡
を
受
け
て
、
候
選
官
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
候
選
官
は
、
そ
れ
を
受
け
て
自
ら
吏
部
に
赴
き
、
本
人
の
呈
文

（
下
階
申
請
書
）
と
同
郷
六
品
以
上
京
密
の
印
僑
を
提
出
す
る
。
吏
部
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
さ
ら
に
「
原
掲
衙
門
苔
文
」
や
「
指
冊
」
と
照
合

し
（
「
行
査
」
）
、
問
題
が
な
け
れ
ば
そ
の
候
選
官
の
名
前
を
鐙
選
の
名
簿
に
載
せ
る
。
し
か
し
、
指
定
さ
れ
る
期
間
以
内
に
印
結
を
提
出
し
な
か

っ
た
者
に
対
し
、
鐙
選
手
続
き
は
中
止
に
処
さ
れ
る
。

　
「
注
冊
」
の
際
の
同
郷
京
官
印
結
の
内
容
に
つ
い
て
、
候
臓
器
本
人
の
履
歴
の
ほ
か
、
父
母
の
年
齢
、
百
害
状
況
、
兄
弟
の
有
無
（
以
上
、

乾
隆
五
〇
年
“
～
七
八
五
年
に
決
定
）
、
と
「
身
家
清
白
」
、
「
隠
匿
・
素
案
・
改
名
・
朦
揖
（
賎
籍
の
不
正
報
掲
な
ど
）
」
の
な
い
こ
と
（
以
上
、
光
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

元
年
陸
一
八
七
五
年
に
決
定
）
を
明
記
す
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
実
例
と
し
て
、
以
下
の
史
料
を
あ
げ
よ
う
。

　
道
光
七
年
目
一
八
二
七
）
六
月
二
〇
日
、
す
で
に
「
監
門
生
」
よ
り
「
県
丞
」
を
報
晒
し
た
安
徽
省
寧
国
府
濫
県
民
籍
の
呉
士
駿
は
、
さ
ら

に
銀
一
、
一
〇
〇
両
を
出
し
て
「
州
判
」
を
摘
罪
し
た
。
今
度
は
、
彼
は
「
注
冊
」
の
た
め
に
、
自
分
の
呈
文
（
七
月
三
〇
日
付
け
）
と
同
郷
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

宮
で
あ
る
吏
部
考
功
司
主
事
の
程
厚
か
ら
取
り
寄
せ
た
印
旗
を
黒
部
に
提
出
し
た
。
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（
文
書
一
・
報
揖
者
呉
士
駅
の
呈
文
）

　
百
雷
候
選
県
丞
無
職
験
直
為
注
二
親
選
事
。
窃
職
現
年
四
十
四
歳
、
係
安
徽
省
寧
国
府
浬
県
民
籍
、
由
監
書
生
遵
豫
東
例
掲
双
単
月
県
丞
。
今

　
遵
酌
増
事
例
絹
州
判
、
双
月
本
班
、
正
月
准
葉
月
。
共
銀
　
千
一
百
両
。
道
光
七
年
六
月
二
十
日
前
庫
、
領
有
執
照
、
並
豫

　
東
例
起
有
赴
選
文
結
在
案
。
理
合
取
具
同
郷
京
官
印
結
粘
連
投
逓
。
伏
乞

　
紳
雌
恩
准
注
紐
鐙
選
、
実
為
徳
便
。
上

　
呈
。
計
粘
連
印
結
一
紙
。

8　（8）

道
光
七
年
　
七
月
　
　
辮

日

（
文
書
二
・
同
郷
京
官
程
厚
の
印
結
）

　
　
吏
部
考
功
司
主
事
程
厚
、
今
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
印
結
露
。
工
面
露
霜
、
同
郷
練
士
験
現
年
四
十
四
歳
、
係
安
徽
省
寧
国

　
再
三
県
民
籍
、
由
監
貢
生
百
雷
東
例
指
双
単
月
県
丞
。
今
遵
編
曲
事
例
掲
並
判
、
双
月
本
班
、
嘉
月
准
単
月
。

　
七
年
六
月
二
十
日
上
庫
、
領
有
執
照
、
並
豫
東
例
起
有
赴
選
文
政
在
案
。
強
面

大
部
注
冊
鐙
選
、
委
係
親
身
。
所
結
是
実
。

道
光

曾
祖
歌
　
　
羅
鰯
　
妓
　
祖
歌
　
鋤
敢

　
　
継
曾
祖
母
劉
氏
　
　
　
　
　
継
祖
母
劉
氏

日

殻
骸
㍊
残

共
銀
～
千
一
百
両
。
道
光



揖納と印結について（伍躍）

（
殊
印
）

　
　
　
　
　
吏
部
注
冊

　
こ
の
印
結
の
な
か
で
、
吏
部
考
功
司
主
事
（
正
六
品
）
の
程
厚
（
安
徽
省
徽
州
府
全
県
籍
）
は
、
安
徽
省
の
同
郷
呉
士
騨
（
寧
国
府
浬
県
下
）
の

こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
彼
の
年
齢
、
本
籍
、
監
母
上
よ
り
嘉
慶
一
五
年
（
～
八
一
〇
）
よ
り
実
施
し
た
「
豫
東
事
例
」
に
し
た
が
っ
て
、
県
丞

を
据
害
し
た
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
道
光
七
年
正
月
よ
り
実
施
し
た
「
酌
増
事
例
」
に
し
た
が
っ
て
、
銀
～
、
一
〇
〇
両
を
出
し
て
、
州
判

の
ポ
ス
ト
と
候
選
の
優
先
権
を
据
納
し
て
、
執
照
を
す
で
に
受
領
し
た
こ
と
な
ど
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
度
、
吏
部
に
赴
き
注
冊
の
手
続
き

を
す
ま
す
の
は
呉
士
験
本
人
で
あ
る
こ
と
を
、
責
任
を
も
っ
て
証
明
す
る
、
と
誓
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
乾
隆
五
〇
年
の
規
定
に
基
づ
い
て
、

呉
士
駿
の
尊
属
三
代
の
氏
名
や
急
難
状
況
を
開
列
し
て
い
る
。
印
結
最
後
の
日
付
の
と
こ
ろ
に
官
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
急
結
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
印
結
を
出
し
た
程
厚
は
安
徽
省
徽
州
府
獄
思
置
で
、
注
冊
の
た
め
に
貰
手
の
印
結
を
取
り
寄
せ
た
呉
士
験

は
安
徽
省
寧
国
府
獄
県
籍
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
京
官
の
程
厚
が
、
候
選
官
で
あ
る
書
士
験
の
こ
と
を
も
と
よ
り
知
っ
て
い
る
可
能
性
は
完
全

に
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
け
っ
し
て
高
く
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
闇
商
の
履
歴
に
関
す
る
部
分
は
、
明
ら
か
に
呉
士
験
本
人
が
提
出
し
た
書

類
よ
り
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
印
結
の
役
割
は
、
呉
士
験
本
人
の
身
元
や
経
歴
を
証
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
程
厚
が

こ
の
印
結
を
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
建
て
前
と
し
て
は
連
帯
貴
任
を
負
う
も
の
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
で
説
明
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
則
例
な
ど
に
よ
る
も
の
で
、
清
末
の
一
般
的
な
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
実
際
に
、
揖
納
に

所
要
な
印
結
の
枚
数
は
、
時
期
や
悪
意
地
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
光
緒
元
年
（
一
八
七
五
）
一
〇
月
二
八
日
付
け
の

『
申
言
暁
に
よ
れ
ば
、
道
光
年
間
、
広
東
や
雲
南
出
身
の
報
講
者
は
、
同
郷
京
官
か
ら
愚
妻
二
枚
を
取
り
寄
せ
れ
ば
、
手
続
き
を
す
ま
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
。
記
事
の
な
か
で
、
光
輝
元
年
の
時
点
で
聖
算
に
必
要
な
枚
数
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
挙
げ
て
い
な
い
が
、
「
年
々

加
増
」
と
か
「
加
以
枚
数
」
と
か
、
以
前
よ
り
印
結
の
所
要
枚
数
は
多
く
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
出
身
地
に
よ
っ
て
所
要
枚
数
に
つ

い
て
、
同
じ
記
事
の
な
か
で
、
雲
南
籍
の
所
要
枚
数
は
広
東
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
隣
の
貴
州
の
二
倍
で
あ
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

9　（9）



　
ω
　
現
職
官
僚
に
よ
る
摺
納
に
あ
た
っ
て

　
以
上
で
は
、
一
般
人
民
の
指
納
手
続
き
に
沿
っ
て
、
必
要
な
印
璽
を
説
明
し
た
が
、
以
下
で
は
、
現
職
の
當
僚
が
掘
擁
す
る
場
合
の
印
結
問

題
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

　
一
般
人
民
か
ら
の
報
聾
者
と
違
っ
て
、
現
職
の
官
僚
が
絹
納
す
る
の
は
、
出
身
で
は
な
く
、
人
事
手
続
き
、
処
分
の
取
り
消
し
、
お
よ
び
封

典
・
職
街
な
ど
の
栄
典
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
乾
隆
一
〇
年
（
一
七
四
五
）
以
降
、
「
現
行
事
例
」
（
「
常
例
」
と
も
い
う
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も

　
　
　
⑯

の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
清
住
で
は
、
府
州
県
の
地
方
官
は
、
所
定
の
在
任
期
間
（
い
わ
ゆ
る
「
歴
俸
年
限
」
）
を
満
た
せ
ば
、
昇
任
転
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
地
方
官
の
な
か
で
早
く
昇
進
し
た
い
者
は
、
歴
俸
年
限
を
短
縮
す
る
（
た
と
え
ば
、
一
任
三
年
の
う
ち
は
一
年
を
免
除
す
る
）
た
め
に
、
所

定
額
の
銀
を
出
し
指
起
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
指
免
腹
蔵
満
年
限
」
で
あ
る
。
も
っ
と
早
く
昇
進
や
転
任
を
し
た
い
場
合
は
、

「
離
任
」
そ
の
も
の
を
掃
納
す
る
手
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
掲
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
分
の
一
部
な
い
し
全
部
を
取
り
消
す
こ
と
も
で
き

る
。
た
と
え
ば
、
官
僚
は
犯
罪
や
過
失
な
ど
に
よ
っ
て
新
彊
や
黒
龍
江
の
よ
う
な
遠
方
へ
の
流
刑
に
処
さ
れ
た
場
合
、
関
係
規
定
に
従
い
摘
納

す
れ
ば
、
服
役
期
間
の
短
縮
や
流
刑
そ
の
も
の
の
免
除
が
許
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
衆
心
戌
限
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
種
離
任
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

製
革
留
任
と
い
っ
た
懲
戒
処
分
の
取
り
消
し
、
剥
奪
さ
れ
た
進
士
や
挙
人
出
身
の
回
復
な
ど
も
掴
慰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
欽
定
戸
部
愚
母
』

の
規
定
に
よ
れ
ば
、
現
職
官
僚
の
事
納
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
人
事
手
続
き
か
ら
処
分
の
取
り
消
し
に
至
る
ま
で
、
い
ず
れ
の
項
目
を
路
面
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

し
て
も
、
同
郷
京
官
の
印
結
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

le （10）

4
　
印
結
と
官
印

　
官
印
は
、
皇
帝
か
ら
授
与
さ
れ
る
権
力
の
象
微
で
、
官
僚
は
公
権
力
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
、
官
印
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
官
僚
が
出
し
た
保
結
文
書
は
、
宮
印
が
押
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
印
結
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
つ
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た
。
こ
こ
で
、
印
結
と
官
印
を
め
ぐ
る
二
つ
の
問
題
を
説
明
し
た
い
。

　
ま
ず
、
夏
期
に
必
要
な
脚
結
を
出
す
資
格
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
『
欽
定
戸
部
則
例
』
で
は
「
本
省
五
六
品
京
官
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
、
す
べ
て
の
五
・
六
品
京
官
で
は
な
く
、
官
印
を
使
用
す
る
権
限
を
有
す
る
五
・
六
品
京
島
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
報

掲
に
必
要
な
印
結
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
思
屈
は
、
官
印
を
も
つ
大
興
と
宛
平
両
県
の
知
県
、
お
よ
び
官
印
を
も
た
な
い
が
、
衙
門
の
密

印
を
使
用
す
る
権
限
を
有
す
る
者
（
た
と
え
ば
、
六
部
の
主
事
と
員
外
郎
、
宗
人
府
と
起
居
注
館
の
主
事
、
光
禄
寺
の
署
正
な
ど
）
で
あ
る
。
五
・
六
品

の
京
堂
（
た
と
え
ば
、
欽
天
監
の
監
正
、
光
禄
寺
少
卿
な
ど
）
、
官
僚
の
監
察
に
あ
て
ら
れ
る
給
壷
中
や
御
史
は
、
そ
の
ポ
ス
ト
を
重
ん
じ
る
た
め

に
、
官
職
売
買
の
よ
う
な
不
名
誉
な
こ
と
に
か
か
わ
り
の
な
い
よ
う
に
な
さ
れ
る
。
最
後
の
官
印
の
な
い
ま
た
は
官
印
を
使
用
す
る
必
要
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

い
翰
林
院
の
修
撰
と
評
議
、
内
閣
中
書
な
ど
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
竪
結
を
出
す
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
官
僚
の
任
官
資
格
を
有
し
、
空
き
ポ
ス
ト
を
待
っ
て
い
る
五
・
六
品
候
補
官
の
一
部
も
印
結
を
出
す
資
格
を
持
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
成
豊
九
年
（
　
八
五
九
）
、
沈
丁
銘
は
「
福
建
掃
局
」
で
郎
中
を
報
広
し
た
。
岡
三
二
年
（
一
八
六
二
）
、
彼
は
京
師
に
入
り
、
同
年
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

月
に
「
戸
部
学
習
行
走
」
の
名
目
で
、
試
用
官
と
し
て
戸
部
に
配
属
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
試
用
の
ポ
ス
ト
は
、
正
六
品
の
主
事
に
準

ず
る
も
の
で
、
彼
は
こ
の
身
分
を
利
用
し
て
、
印
結
を
出
し
、
そ
の
手
数
料
と
し
て
論
結
銀
を
も
ら
っ
た
と
い
う
。

　
次
に
、
印
結
に
捺
印
さ
れ
る
官
印
の
こ
と
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
印
結
と
は
、
現
職
宮
僚
が
出
す
捺
印
さ
れ
る

保
証
書
で
あ
る
。
印
結
の
上
に
押
さ
れ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
宮
印
で
あ
る
。
地
方
官
（
た
と
え
ば
、
知
州
、
知
県
）
が
印
結
を
出
す
際
に

使
用
す
る
の
は
、
州
県
の
官
印
で
あ
る
。
中
央
衙
門
官
僚
が
出
す
印
結
は
、
お
そ
ら
く
所
属
衙
門
の
官
印
を
用
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
裏

付
け
る
史
料
と
し
て
、
先
に
引
用
し
た
吏
部
考
功
司
主
事
程
厚
の
印
結
を
も
う
一
度
あ
げ
た
い
。
そ
の
印
結
に
押
さ
れ
て
い
る
官
印
は
、
文
字

が
は
っ
き
り
見
え
な
い
も
の
の
、
印
の
幅
は
七
・
七
㎝
×
七
・
七
㎝
、
つ
ま
り
二
・
四
寸
四
方
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
六
部
清
吏
司
な
ど
の
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

印
が
使
用
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

11 （11）



5

印
結
に
か
か
わ
る
責
任
問
題

　
以
上
、
掲
納
に
か
か
わ
る
印
結
の
問
題
を
説
明
し
た
が
、
京
官
は
自
ら
出
し
た
聖
算
に
対
し
、

う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
出
結
官
」
と
「
査
結
官
」
に
分
け
て
検
討
し
た
い
。

ど
の
よ
う
な
貴
任
を
負
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ

12 （12）

　
ω
　
「
出
結
官
」
の
貴
任

　
先
に
説
明
し
た
団
結
を
出
す
資
格
を
有
す
る
者
は
、
「
集
結
官
」
と
い
う
。
ま
ず
、
「
出
塁
宮
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
曲
事
を
出
す
か
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。

　
以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
摘
納
に
必
要
な
印
結
の
役
割
は
、
報
唖
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
報
指
者
の
経
歴
を
証
明
す
る
こ
と
、
報
指

革
が
掲
納
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
一
般
論
と
し
て
は
、
印
結
を
出
す
側
と
し
て
の
官
僚
は
、
そ
の
増
結
を
求

め
る
相
手
本
人
や
相
手
の
こ
と
を
よ
く
知
る
う
え
で
、
は
じ
め
て
連
帯
保
証
人
と
し
て
連
帯
保
証
書
で
も
あ
る
印
結
を
出
す
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
印
結
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
る
目
的
は
、
や
は
り
こ
こ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
連
帯
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実

問
題
と
し
て
、
京
師
在
住
の
京
官
に
と
っ
て
、
地
元
の
報
据
者
の
こ
と
を
す
べ
て
知
り
尽
く
す
こ
と
は
、
愚
輩
の
少
な
か
っ
た
時
代
で
あ
れ
ば

と
も
か
く
、
清
代
中
期
以
後
の
よ
う
な
歯
形
者
が
絶
え
ず
に
や
っ
て
く
る
時
代
に
は
、
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
清
末
、
報
損
者
本

人
が
同
郷
の
官
僚
を
直
接
訪
ね
印
結
を
求
め
る
こ
と
は
め
つ
た
に
な
く
、
報
掲
の
代
行
業
者
を
通
じ
て
印
結
を
取
り
寄
せ
る
の
が
、
一
般
的
や

　
　
　
　
　
⑳

り
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
印
結
を
出
す
側
と
豊
里
を
も
ら
う
側
と
が
、
面
識
の
あ
る
可
能
性
は
、
ゼ
ロ
に
近
い
と
雷
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
で
、
「
出
軍
官
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
寒
点
を
出
す
か
に
つ
い
て
、
先
に
引
用
し
た
「
州
判
」
を
掲
納
し
た
呉

士
騨
が
本
部
に
提
出
し
た
呈
文
と
同
郷
即
事
で
あ
る
吏
亭
亭
功
司
主
事
の
程
厚
か
ら
取
り
寄
せ
た
印
結
を
も
う
一
度
あ
げ
た
い
。
文
書
一
の
呉
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士
験
の
平
文
と
文
書
二
の
骨
導
の
印
結
を
あ
わ
せ
て
み
れ
ば
、
印
章
の
な
か
に
擁
壁
験
の
履
歴
に
関
す
る
部
分
は
、
明
ら
か
に
軍
士
駿
の
平
文

よ
り
写
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
を
通
し
て
、
京
官
が
掴
納
者
の
す
べ
て
を
知
り
尽
く
す
可
能
性
は
完
全
に
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、

そ
の
印
結
の
作
成
に
限
っ
て
、
据
納
者
本
人
と
の
面
識
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
本
人
か
ら
提
出
し
た
書
類
を
写
し
た
だ
け
で
発
行
す

る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
出
結
官
個
人
は
、
報
指
者
本
人
と
の
面
識
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
印
結
を
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
保
証
す
る
内
容
に

対
し
、
責
任
を
負
う
べ
き
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
保
証
さ
れ
る
内
容
に
は
偽
り
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
意
量
的
に
偽
造
さ
れ
た
り
す
る

こ
と
が
発
覚
す
れ
ば
、
そ
の
出
迎
官
は
、
「
冒
濫
出
結
」
の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
咽
欽
定
六
部
処
分
用
例
』
に
は
次
の
規
定
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
凡
冒
濫
出
結
応
行
議
処
之
案
、
由
吏
部
径
盗
各
該
衙
門
、
面
取
原
出
結
官
職
名
、
照
例
議
処
。

　
つ
ま
り
、
「
冒
濫
出
結
」
を
し
て
「
議
処
」
の
処
分
に
該
当
す
る
案
件
に
つ
い
て
、
吏
部
は
そ
の
出
結
官
の
所
属
衙
門
に
対
し
、
出
結
官
の

職
名
を
調
査
す
る
こ
と
を
依
頼
し
、
そ
し
て
「
例
」
に
照
ら
し
て
「
議
処
」
す
る
と
さ
れ
る
。
掲
納
の
場
合
に
は
、
「
冒
濫
出
結
」
を
し
た
京

官
は
、
「
降
一
級
留
任
」
な
い
し
「
降
一
級
調
用
」
に
処
さ
れ
る
。

　
出
盛
官
が
「
止
処
」
の
処
分
を
受
け
る
実
例
に
つ
い
て
、
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
直
翁
忌
州
の
劉
廷
燐
は
、
乾
隆
三
八
年
（
一
七
七
三
）
か
ら

州
の
衙
門
で
「
快
役
」
（
「
著
長
」
と
も
呼
ば
れ
る
治
安
挺
当
の
差
役
）
を
務
め
、
同
五
三
年
中
｝
七
八
八
）
に
退
職
し
た
。
嘉
慶
七
年
目
一
八
〇
一
一
）
、

彼
は
京
師
に
赴
き
監
生
を
報
聴
し
た
。
そ
の
際
に
、
知
州
の
莫
氏
は
、
劉
氏
の
職
漁
（
自
筆
の
履
歴
書
）
と
族
籍
年
年
に
基
づ
い
て
「
加
結
転

詳
」
、
つ
ま
り
躍
増
に
必
要
な
印
結
な
ど
を
発
行
し
た
。
当
時
、
法
例
に
よ
れ
ば
、
「
賎
役
」
の
一
種
と
し
て
の
無
役
は
、
無
智
と
科
挙
に
参
加

し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
地
元
の
生
員
た
ち
は
、
劉
氏
の
早
事
を
知
り
、
直
隷
学
政
お
よ
び
豊
州
を
管
轄
す
る
上
級
官
庁
で

あ
る
通
二
道
と
永
平
府
に
対
し
、
劉
氏
を
提
訴
し
た
。
嘉
慶
九
年
（
｝
八
〇
四
）
、
生
員
た
ち
は
、
知
州
の
莫
氏
は
劉
氏
を
か
ば
う
こ
と
を
理
由

に
、
京
師
に
赴
き
都
草
院
に
直
接
訴
え
、
軽
質
を
お
こ
し
た
。
都
察
院
は
こ
の
案
件
を
皇
帝
に
報
告
し
た
。
今
度
、
直
隷
総
督
は
、
皇
帝
か
ら

の
「
厳
審
」
の
上
諭
を
奉
じ
て
、
案
件
を
審
理
し
た
。
結
局
、
「
平
絹
」
の
劉
廷
燐
が
畢
生
の
身
分
を
剥
奪
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
知
州
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の
莫
氏
は
、
「
娼
優
隷
暴
悪
其
子
孫
露
語
質
入
考
掲
監
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
「
交
部
議
処
」
に
処
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
「
濫
行
出
撃
」
の
罪
に
問
わ
れ
て
、
「
解
任
」

14 （14）

　
回
　
　
「
査
結
官
」
の
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
詩
話
で
は
、
出
器
官
か
ら
出
さ
れ
た
印
結
を
、
戸
部
寸
言
房
に
提
出
す
る
前
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
制
度
が
設
け
ら
れ
、
次
の
規
定
が
あ
る
。

　
　
例
摺
出
結
県
官
、
倶
令
於
毎
年
二
型
時
言
戸
部
聯
街
世
帯
、
始
准
出
結
。
警
世
各
省
令
応
出
結
京
官
内
、
呈
明
一
二
員
、
其
本
省
京
官
所
出
印
結
、
均
令

　
　
査
蝦
書
押
、
以
専
責
成
。

　
つ
ま
り
、
毎
年
の
正
月
一
九
日
か
二
〇
日
の
「
皆
具
」
、
す
な
わ
ち
仕
事
始
め
の
日
に
、
こ
れ
か
ら
一
年
間
、
印
結
を
出
す
用
意
の
あ
る

五
・
六
品
の
京
官
は
、
（
お
そ
ら
く
出
身
の
省
を
単
位
に
）
連
名
し
て
戸
部
に
届
け
出
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
戸
部
は
そ
れ
ら
の
京
官
の

「
出
土
官
」
と
し
て
の
身
分
を
認
め
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
届
け
出
を
す
る
京
官
た
ち
は
、
省
ご
と
に
「
正
課
出
身
人
員
」
か
ら
一
人
か
二

人
の
責
任
者
を
「
公
挙
」
し
、
そ
の
名
前
を
戸
部
に
知
ら
せ
る
。
こ
の
責
任
者
は
、
地
元
出
身
の
京
宮
か
ら
出
さ
れ
た
印
結
を
予
め
チ
ェ
ッ
ク

し
た
う
え
で
、
花
押
（
サ
イ
ン
）
を
す
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
戸
部
は
は
じ
め
て
起
結
官
よ
り
出
さ
れ
た
忘
八
の
有
効
性
を
認
め
る
よ
う
に
な

る
。
当
時
、
こ
の
責
任
者
は
「
査
結
官
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
同
治
四
年
（
一
八
六
五
）
、
漸
江
省
二
業
官
が
構
成
す
る
漸
江
省
印
結
局
は
、
査
警
官
の
交
代
に
あ
た
っ
て
、
印
結
局
の
責
任
者
は
、
過
去
歴

任
の
責
任
者
と
査
首
書
を
招
い
て
商
議
し
、
「
科
分
先
後
」
、
つ
ま
り
科
挙
合
格
の
順
番
に
し
た
が
っ
て
、
人
望
の
あ
る
者
か
ら
一
人
を
選
出
す

　
　
　
　
⑯

る
と
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
選
言
官
は
無
畏
出
身
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
の
人
選
を
決
め
る
際
に
働
い
て
い
る
の
は
年
功
序
列
と
い
う

原
則
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
査
結
官
に
よ
る
印
結
の
チ
ェ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
以
下
の
史
料
を
も
と
に
説
明
し
た
い
。



　
戸
部
山
西
司
主
事
誰
継
賢
今
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
印
凶
事
。
依
奉
結
得
、
同
郷
張
増
莚
張
三
十
四
歳
、
安
徽
寿
州
監
生
。

遵
例
時
従
九
品
、
指
分
北
河
試
用
。
導
燈
銀
露
量
山
東
甘
龍
胆
上
党
、
素
膚
執
照
在
案
。
世
業
実
係
身
家
清
白
、

　
　
　
「
今
赴

大
部
注
冊
、
委
係
親
身
。
所
結
是
実
。

　
　
　
曾
祖
駅
蹴
離
　
残
　
祖
　
　
歌
繊
離
　
残
　
駅
栢
臨
奮
軌
〔
＋
椒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胞
弟
増
義
侍
奉

　
　
　
　
　
従
九
品
指
分
北
河
試
用

並
無
隠
匿
・
犯
案
・
改
名
・
朦
揖
情
弊
。

光
　
緒

元
　
年
　
十
一

月
　
二
十
　
　
日

（
殊
印
）

注
冊

掲納と印画について（伍躍）

安
徽
査
結
官
工

部
郎
中
慶
錫
論

花
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
識
記
）

　
こ
の
印
結
に
よ
る
と
、
監
事
よ
り
従
九
品
・
指
分
北
河
試
用
（
直
隷
境
内
の
川
を
管
理
す
る
北
河
同
知
の
も
と
で
試
用
す
る
）
を
掃
饗
し
た
安
徽

省
鳳
陽
府
下
州
籍
の
張
増
仁
は
、
注
冊
手
続
き
の
た
め
に
、
同
郷
盲
官
の
戸
部
山
西
司
主
事
津
継
賢
の
印
結
を
取
り
寄
せ
た
。
光
緒
元
年
（
一

八
七
五
）
一
一
月
二
〇
日
付
け
の
こ
の
印
結
の
な
か
で
、
章
継
賢
は
、
張
幕
無
本
人
が
提
出
し
た
書
類
に
基
づ
い
て
、
彼
の
年
齢
・
本
籍
・
出
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身
を
述
べ
た
う
え
で
、
彼
が
嘉
納
の
事
例
に
し
た
が
っ
て
、
山
東
省
の
掃
納
周
に
所
定
の
銀
両
を
納
め
、
従
九
品
と
指
分
北
河
試
用
を
報
書
し

て
瀬
戸
を
受
領
し
た
こ
と
、
そ
の
家
柄
は
潔
白
で
、
隠
匿
・
犯
罪
・
改
名
・
朦
掲
な
ど
の
違
法
行
為
の
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
最
後
に
、

い
ま
は
吏
部
に
赴
き
注
冊
の
手
続
き
を
す
ま
す
の
は
張
増
仁
本
人
で
あ
る
、
と
保
証
し
て
い
る
。

　
こ
の
印
結
の
日
付
の
部
分
に
捺
印
さ
れ
て
い
る
官
印
は
、
不
鮮
明
で
文
字
を
判
読
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
の
、
印
の
幅
は
二
・
四
寸
四

方
で
あ
る
か
ら
、
出
器
官
章
継
賢
が
所
属
す
る
戸
部
山
西
司
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
日
付
の
部
分
よ
り
右
下
の
と
こ
ろ
で
、

「
安
評
説
結
官
工
部
郎
中
慶
法
論
」
の
職
記
（
ス
タ
ン
プ
・
六
・
五
㎝
×
二
・
五
㎝
）
が
捺
印
さ
れ
、
そ
の
下
に
花
押
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

織
記
と
花
押
は
、
そ
の
年
の
安
徽
省
印
結
局
の
査
結
富
を
務
め
て
い
る
工
部
郎
中
慶
錫
論
が
、
出
結
官
で
あ
る
戸
部
山
西
司
主
事
建
継
賢
か
ら

出
さ
れ
た
印
結
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
際
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
に
よ
っ
て
、
各
省
の
査
結
官
は
、
本
省
籍
の
指
納
者
に
交
付
し
た

同
郷
京
官
の
印
結
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
あ
た
っ
て
、
識
記
を
使
用
し
、
さ
ら
に
花
押
を
す
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
査
贈
官
は
ど
の
よ
う
な
資
料
に
基
づ
い
て
、
出
結
晶
が
出
し
た
印
結
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
書
式

な
ど
を
形
式
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
問
題
が
発
覚
し
た
場
合
、
出
定
官
は
法
例
に
し
た
が
い
「
議

処
」
さ
れ
る
こ
と
を
す
で
に
述
べ
た
が
、
査
聴
官
は
「
罰
俸
一
年
」
な
い
し
「
降
一
級
留
任
」
に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
要
す
る
に
、
斎
言
に
か
か
わ
る
責
任
問
題
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
制
度
と
し
て
は
、
個
人
名
義
で
印
結
を
発
行
す
る
以
上
、
本
人
が

そ
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
以
上
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
五
・
六
品
京
官
は
国
の
法
例
に
基
づ
い
て
、
地
元
か
ら
の
報
誉
者
に
対
し
、
千
倉
に
必
要
な
身
元
保
証
書
で
あ

る
印
結
を
発
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
印
結
の
発
行
は
、
官
僚
が
職
務
権
限
あ
る
い
は
公
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
あ
た
る
。
政
府
は
、
皆
納

に
あ
た
っ
て
こ
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
目
的
は
、
ま
ず
官
僚
た
ち
の
責
任
を
ポ
ス
ト
と
結
び
つ
け
て
、
そ
れ
を
通
じ
て
掲
納
か
ら
出
身
し
た
新

人
宮
僚
の
素
質
を
な
る
べ
く
確
保
し
、
現
職
官
僚
の
責
任
感
を
よ
り
強
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
冒
絹
や
「
濫
行
出
結
」

の
よ
う
な
不
正
行
為
が
発
覚
す
れ
ば
、
そ
の
責
任
を
と
ら
せ
る
の
は
、
官
印
で
示
さ
れ
る
衙
門
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
官
印
を
使
用
し
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絹納と印結について（伍躍）

た
官
僚
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
印
章
の
方
法
を
導
入
し
た
も
う
　
つ
の
目
的
は
、
制
度
の
整
合
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
印
結
は
行
政
書
類
の
一
種
と
し
て
日
常
行
政
の
現
場
で
広
く
使
用
さ
れ
て
お
り
、
指
納
出
身
者
以
外
の
官
僚
人
事
手
続
き

な
ど
を
す
ま
す
に
際
し
て
印
結
が
必
要
と
さ
れ
る
以
上
、
摺
納
出
身
者
だ
け
に
必
要
と
し
な
い
よ
う
な
「
優
遇
策
」
を
実
施
す
れ
ば
、
印
結
制

度
を
は
じ
め
、
人
事
制
度
や
行
政
制
度
に
悪
影
響
に
与
え
て
お
り
、
制
度
全
体
の
整
合
性
は
大
き
く
揺
れ
る
恐
れ
が
出
て
く
る
に
違
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
前
近
代
の
中
国
に
は
、
官
僚
た
ち
は
こ
う
し
た
公
権
力
の
行
使
を
伴
い
、
私
腹
を
肥
や
す
こ
と
は
常
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
印
結
発
行
手
数
料
を
例
に
し
て
考
え
よ
う
。

①
印
結
の
由
来
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
省
き
た
い
が
、
少
な
く
と
も
後
漢
時
代
で

　
は
、
「
結
」
は
す
で
に
証
明
轡
と
し
て
使
用
さ
れ
た
（
門
後
漢
書
』
（
北
京
、
中
華

　
書
局
、
　
九
六
五
年
）
、
巻
三
九
、
劉
般
伝
、
第
一
三
〇
五
頁
。
宋
元
明
の
時
代

　
で
も
、
「
結
押
」
、
門
甘
結
」
、
門
印
信
保
結
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
保
証
文
書
の
存
在

　
を
史
料
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
と
え
ば
、
『
直
観
条
法
事
類
纂
』

　
（
東
京
、
古
典
研
究
会
、
一
九
六
八
年
）
、
巻
三
〇
、
財
会
門
、
銭
里
中
半
、
第

　
三
｝
九
頁
。
欄
通
骨
壷
格
』
（
杭
州
、
富
江
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
、
巻
六
、

　
選
挙
、
挙
保
、
第
一
〇
一
～
一
〇
二
頁
。
『
大
明
会
典
』
（
台
北
、
文
海
出
版
社
、

　
一
九
六
四
年
）
、
巻
＝
一
、
吏
部
十
一
、
考
功
清
吏
司
、
第
二
二
〇
頁
；
な
お
巻

　
一
二
〇
、
都
察
院
二
、
第
二
八
〇
二
買
。
徽
州
文
書
を
利
用
す
れ
ば
、
明
代
の
保

　
結
文
書
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
（
噸
徽
州
千
年
契
約
文
書
隔
、
石
家
荘
、
花
山
文
芸

　
出
版
社
、
　
九
九
二
年
、
來
元
明
編
、
第
二
冊
、
第
四
二
二
頁
）
。

②
官
僚
が
病
気
を
理
由
に
皆
病
（
離
任
休
養
）
を
申
請
す
る
場
合
の
印
判
に
つ
い

　
て
は
、
拙
稿
「
清
代
地
方
官
の
病
死
・
病
気
休
養
に
つ
い
て
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
、

　
第
五
九
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
、
第
三
一
～
六
七
頁
）
を
参
照
。

③
『
直
隷
冊
悪
意
式
』
、
乾
隆
年
間
刊
本
、
序
文
。
類
似
の
書
物
は
、
噸
雲
南
省
冊

　
結
式
隔
（
乾
隆
年
間
刊
本
、
八
冊
、
所
蔵
は
中
国
科
学
院
図
書
館
）
を
挙
げ
る
こ

　
と
が
で
き
る
。
一
九
九
九
年
の
夏
に
得
た
中
国
出
張
の
機
会
を
利
用
し
、
そ
れ
を

　
調
査
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
開
壷
隷
冊
結
縁
式
隔
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
が
分
か

　
つ
た
。

④
『
直
隷
冊
結
款
式
』
、
目
録
。
な
お
、
印
結
の
書
式
に
つ
い
て
、
黄
六
鴻
『
福

　
恵
全
書
』
（
東
京
、
汲
古
書
院
、
　
九
七
三
年
）
、
巻
一
、
笙
上
部
、
第
二
四
～
二

　
五
頁
を
参
照
。

⑤
『
六
部
早
引
全
書
・
戸
部
書
例
』
、
巻
下
、
掲
叙
、
納
監
原
基
、
第
七
九
a
～

　
b
頁
。
詔
書
孫
糊
雲
自
在
寵
筆
記
』
、
列
朝
二
（
門
古
学
彙
刊
㎞
、
第
四
編
下
冊
、

　
上
海
、
国
粋
学
報
社
、
一
九
　
三
年
）
、
康
煕
十
四
年
二
季
悪
例
、
第
六
a
～
七

　
b
頁
。
葉
富
麗
門
閲
奪
合
』
（
上
海
、
上
海
士
籍
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
、
巻
六
、

　
賦
税
、
第
一
三
八
頁
。

⑥
門
康
煕
初
年
有
開
捕
納
御
史
奏
章
」
、
『
歴
史
棺
案
』
、
｝
九
九
三
年
第
二
期
、

　
一
九
九
三
年
五
月
、
第
一
四
頁
。

⑦
『
定
例
全
編
』
、
巻
四
、
吏
部
、
文
選
清
吏
追
剥
、
漢
官
選
法
、
行
査
掲
納
候

　
選
官
印
結
定
限
。

⑧
『
冒
掲
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
山
田
耕
一
郎
「
清
初
の
搦
納
出
身
者
対
策
に
つ

　
い
て
」
（
『
山
根
幸
夫
教
授
思
詰
記
念
明
代
史
論
叢
隔
、
東
京
、
汲
古
書
院
、
一
九
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九
〇
年
、
第
＝
〇
七
～
二
二
八
頁
）
、
岸
本
美
緒
門
屋
代
中
期
の
欄
冒
絹
冒

　
考
』
問
題
」
（
二
〇
〇
一
年
一
一
月
三
日
京
都
・
東
洋
史
研
究
会
大
会
口
頭
発
表
）

　
を
参
照
。

⑨
累
損
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
沼
代
滞
納
制
度
論
考
1
一
報
掲
を
中
心
に

　
一
」
を
参
照
。

⑩
諸
等
嘉
咽
官
場
現
形
記
㎞
（
北
京
、
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）
、
第
三

　
回
、
苦
鐙
差
黒
夜
漏
黄
堂
　
悲
不
買
藍
泥
早
緑
輪
、
築
三
一
～
三
二
頁
。

⑪
『
清
国
行
政
法
』
、
第
六
巻
（
東
京
、
臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
、
｝
九
｝
三
年
）
、

　
第
二
一
三
～
二
二
三
頁
。

⑫
こ
の
際
の
書
類
に
つ
い
て
、
中
国
第
一
歴
史
再
案
館
所
蔵
順
天
府
曲
屋
、
巻
二
、

　
第
○
○
～
二
～
○
〇
五
号
な
ど
を
参
照
。

⑬
『
（
光
緒
）
大
清
会
典
事
例
』
（
台
北
、
新
両
替
出
版
公
司
、
～
九
七
六
年
）
、

　
巻
四
一
二
、
漢
昌
ハ
鐙
選
、
柚
弟
五
六
〇
三
～
五
六
一
一
百
ハ
。
『
欽
｛
疋
～
戸
部
則
例
』
、
同
治

　
ご
二
年
刊
本
、
巻
九
八
、
通
例
、
収
掲
給
照
事
宜
、
第
三
二
b
頁
。
『
欽
定
吏
部

　
二
選
漢
官
二
親
』
（
台
北
、
成
文
出
版
社
、
一
九
六
六
年
）
、
巻
鰯
、
出
納
候
選
、

　
第
二
六
二
～
二
六
三
頁
。
㎎
欽
定
六
輝
処
分
書
例
㎞
、
巻
三
、
陞
選
、
各
省
掲
納
人

　
員
赴
選
、
第
九
八
～
九
九
頁
。

⑭
中
国
歴
史
棺
案
館
所
蔵
明
代
玉
里
事
案
、
巻
二
二
。

⑮
『
申
報
』
、
光
緒
元
年
　
○
月
二
八
日
（
～
八
七
五
年
＝
月
二
五
日
）
、
掲
広

　
東
雲
南
印
結
之
弊
。

⑯
拙
稿
「
清
代
搦
納
制
度
論
考
l
l
報
掴
を
中
心
に
1
扁
を
参
照
。
叙
級
の
問

　
題
に
つ
い
て
は
、
大
野
晃
嗣
門
悪
業
加
級
考
」
（
凹
史
林
』
、
第
八
四
巻
第
六
号
、

　
二
〇
〇
一
年
一
月
、
第
一
～
三
五
頁
）
を
参
照
。

⑰
『
増
修
現
行
常
例
協
、
清
末
刊
本
、
掴
免
実
語
、
第
四
五
b
～
四
六
a
頁
。
噌
清

　
国
行
政
法
』
、
第
六
冊
、
第
二
二
〇
～
二
三
七
頁
。

⑱
「
各
直
省
大
小
官
貝
報
掲
加
級
記
録
、
～
体
加
具
同
郷
京
官
印
結
、
粘
連
投

　
逓
。
」
（
咽
欽
定
戸
部
軽
罪
」
、
巻
九
十
八
、
通
例
、
第
二
七
b
頁
。
）

⑲
徐
珂
『
諸
藩
類
抄
臨
、
第
七
騰
（
北
京
、
中
華
書
局
、
～
九
八
六
年
）
、
廉
倹
類
、

　
娩
学
壌
不
取
印
結
銀
、
第
三
一
八
七
頁
。
関
係
規
定
に
つ
い
て
は
、
糊
欽
定
吏
部

　
落
選
漢
通
則
例
隔
、
巻
八
、
雑
例
、
調
査
出
結
、
第
四
～
三
頁
、
糊
欽
定
六
部
処
分

　
則
例
㎞
、
巻
～
○
、
印
信
、
稽
査
印
結
、
第
二
六
一
～
二
六
二
頁
を
参
照
。

⑳
　
嘉
徳
晶
『
清
末
i
飼
京
官
的
生
活
』
、
第
七
〇
頁
。
買
光
緒
）
大
量
会
典
隔
（
台

　
北
、
新
三
豊
出
版
公
司
、
一
九
七
六
年
）
、
巻
七
、
吏
部
、
文
選
清
吏
司
、
第
八

　
九
頁
。

⑳
『
（
光
緒
）
大
清
会
典
臨
、
巻
三
四
、
礼
部
、
鋳
印
局
、
第
三
四
七
頁
。
な
お
、

　
官
印
と
行
政
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
官
印
記
文
害
行
政
」
（
周
紹
泉
等
編

　
竺
九
九
八
年
国
際
徽
学
学
衛
討
論
会
論
文
集
』
、
合
肥
、
安
徽
大
学
出
版
社
、

　
二
〇
〇
〇
年
）
、
第
三
三
二
～
三
五
八
頁
）
を
参
照
。

⑫
報
指
代
行
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
清
代
摘
納
制
度
論
考
…
報
損
を
中
心
に

　
…
1
」
の
第
三
部
分
「
受
認
代
行
」
を
参
照
。

⑬
　
　
『
欽
定
六
部
処
分
則
例
』
、
巻
一
〇
、
急
信
、
稽
査
印
結
、
第
二
六
二
頁
；
巻

　
三
、
陞
選
、
各
省
捕
納
人
員
赴
選
、
第
九
八
～
九
九
頁
。

⑳
　
　
「
嘉
慶
年
間
畠
役
及
其
子
孫
冒
損
冒
考
史
料
扁
、
『
歴
史
棺
案
』
、
～
九
九
八
年

　
第
一
期
、
一
九
九
八
年
二
月
、
第
三
五
～
三
七
頁
。
『
欽
定
戸
部
則
例
』
、
巻
九
八
、

　
通
例
、
第
三
九
a
頁
。

⑳
　
　
『
欽
定
戸
部
則
例
』
、
巻
九
八
、
通
例
、
第
三
三
b
頁
。
開
欽
定
六
部
処
分
則

　
例
臨
、
巻
三
、
陞
選
、
各
省
掲
納
人
員
赴
選
、
第
九
九
頁
。

⑳
　
　
開
重
訂
潴
二
藍
結
簡
明
章
程
』
（
上
海
図
書
館
所
蔵
）
、
清
宋
刊
本
、
第
二
三
a

　
～
b
頁
。

⑳
　
中
国
第
～
歴
史
棺
案
館
所
蔵
清
代
吏
部
棺
案
、
南
側
ニ
。

⑳
　
　
『
欽
定
六
部
処
分
則
例
㎞
、
三
三
、
陞
選
、
各
省
掲
納
人
員
種
蒔
、
第
九
八
頁
。
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二
　
印
結
手
数
料
と
清
末
の
印
結
局

掲納と印結について（伍：躍）

1

印
結
手
数
料
：
「
結
費
」

　
い
ま
、
役
所
に
印
鑑
登
録
証
明
書
な
ど
の
発
行
を
申
請
す
る
に
あ
た
っ
て
、
申
請
者
本
人
は
所
定
の
発
行
手
数
料
を
役
所
に
払
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
と
こ
ろ
で
、
清
末
の
中
国
で
は
、
指
納
に
必
要
な
印
結
を
取
り
寄
せ
る
に
際
し
て
、
指
期
す
る
者
は
そ
の
官
印
で
示
さ
れ
る
衙
門
で
は

な
く
、
発
行
名
義
人
で
あ
る
京
童
あ
る
い
は
そ
の
京
田
た
ち
が
構
成
す
る
印
結
局
に
「
結
費
」
と
呼
ば
れ
る
所
定
の
手
数
料
を
払
う
。
い
い
か

え
れ
ば
、
そ
の
出
結
官
た
ち
は
、
衙
門
の
官
印
を
使
っ
て
、
職
務
を
遂
行
す
る
一
方
、
自
分
た
ち
の
た
め
に
金
儲
け
を
も
す
る
。
こ
れ
は
、
ま

さ
し
く
公
権
力
の
行
使
を
利
用
し
て
私
腹
を
肥
や
す
行
為
で
あ
る
。
印
結
手
数
料
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
個
人
間
の
謝
礼
か
ら
発
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
き
た
も
の
で
は
．
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

剛む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
そ
の
手
数
料
に
つ
い
て
の
規
定
は
、

幽　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
欽
定
戸
部
則
例
賑
や
絹
納
関
係
の
「
事
例
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど
の
法
例
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
く
、
関
係
者
（
た
と
え
ば
、
出
結
官
た
ち
が
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
す
る
印
結
局
）
の
内
部
合
意
に
よ
っ
て
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
も
の
で
あ
る
。
印
結
手
数
料
の
金
額
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
省
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
以
下
の
史
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
あ
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
各
省
宇
摩
匝
と
い
う
書
物
は
、
清
末
、
京

雀別 監生 実霊知府 （知府）注冊 （知府）分発

奉天 14．0 160．0 150．0 75．0

直隷 ユ6．0 110．0 56．0 55．0

山東 8．0 100．0 80．0 50．0

山西 10．0 110．0 110．0 ユ10．0

河南 9．0 120．0 100．0 100．0

江蘇 10．O 100．0 80．0 100．0

安徽 8．0 100．0 80．0 100．0

游江 10．0 100．0 100．0 80．0

江西 8．0 100．0 100．0 80．0

福建 10．0 120．0 96．0 180．0

湖南 8．0 160．0 ユ60．0 160．0

湖北 8．8 170．0 170．0 85．0

広東 8．4 120．0 120．0 120．0

広西 13．5 125．0 ユ87。5 375．0

四川 9．0 150．0 75．0 75．0

陳西 1LO 工00．0 100．0 50．0

営粛 10．0 100．0 80．0 100．0

雲南 10．0 210．0 126．0 147．0

貴州 12．0 210．0 210．0 273．0

平均 10．2 129．7 108．9 121．8
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①

師
の
報
指
代
行
業
者
が
使
用
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
類
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
物
で
は
、
各
省
印
結
局
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
報
指
者
は
、
監
生

や
所
生
、
実
官
、
職
街
、
封
典
な
ど
を
報
焦
す
る
際
に
同
郷
京
男
の
印
結
を
取
り
寄
せ
る
た
め
の
手
数
料
金
額
と
関
係
情
報
を
、
省
別
で
詳
し

く
記
載
し
て
い
る
。

　
以
下
、
置
生
を
報
掲
す
る
場
合
の
手
数
料
金
額
、
お
よ
び
聖
職
知
府
の
職
事
と
実
予
知
府
の
運
勢
・
候
補
手
続
き
（
注
冊
と
分
発
）
の
例
を

列
挙
す
る
。

　
こ
の
表
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
受
納
に
際
し
て
、
監
生
の
印
結
手
数
料
は
直
隷
の
一
六
両
が
ト
ッ
プ
で
、
孝
志
知
府
の
場
合
は
雲
南
や
貴

州
の
二
一
〇
両
、
知
府
野
冊
は
貴
州
の
二
一
〇
両
、
黒
雲
分
溜
の
場
合
は
広
西
の
三
七
五
両
が
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
。
当
時
、
こ
れ
ら

地
域
に
は
、
い
ず
れ
も
経
済
力
の
強
い
地
域
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
ト
ッ
プ
組
に
対
し
、
現
代
で
も
経
済
発
展
の
先
進
地
域
で
あ
る
江
蘇

省
や
六
葉
省
で
は
、
上
述
項
目
の
印
結
手
数
料
は
、
い
ず
れ
も
平
均
金
額
を
下
回
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
印
結
手
数
料
に
差
を
つ
け
る
理
由

に
つ
い
て
は
、
上
記
の
史
料
を
見
る
限
り
、
各
地
の
経
済
状
況
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
、

印
結
手
数
料
の
金
額
は
京
官
の
収
入
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ぞ
れ
の
省
出
身
の
議
官
人
数
、
及
び
京
煮
た
ち
の
希
望

金
額
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
思
う
。

　
以
下
で
は
、
印
結
と
そ
の
発
行
手
数
料
を
管
理
す
る
「
印
結
局
」
と
は
ど
の
よ
う
な
組
織
な
の
か
、
そ
の
発
行
手
数
料
の
金
額
を
ど
の
よ
う

に
決
め
た
の
か
に
つ
い
て
順
次
説
明
し
て
い
き
た
い
。

2

溝
宋
印
結
局
の
構
成
と
そ
の
性
格

20　（20）

　
史
料
の
制
限
も
あ
る
の
で
、
清
末
儲
蓄
の
竪
結
お
よ
び
そ
の
手
数
料
の
管
理
機
構
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
以
下
で

は
清
末
の
印
結
局
を
例
と
し
て
そ
の
構
成
と
性
格
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
清
末
、
京
師
で
省
ご
と
に
印
結
局
が
設
立
さ
れ
、
印
結
の
発
行
か
ら

印
結
手
数
料
の
徴
収
や
印
璽
銀
の
分
配
に
至
る
ま
で
の
事
務
を
一
括
し
て
管
理
し
て
い
た
。
各
省
の
印
結
局
は
、
原
則
と
し
て
、
印
結
を
出
す



資
格
の
あ
る
京
都
が
全
員
加
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
加
入
者
に
よ
る
印
結
を
出
す
「
出
結
官
」
の
資
格
、
そ
の
印
結
の
有
効
性
、
お

よ
び
印
結
銀
を
受
領
す
る
資
格
は
、
同
郷
の
承
認
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
各
省
印
結
局
の
責
任
者
に
つ
い
て
は
、
印
結
局
の
メ
ン
バ
ー
が
、
同
郷
京
学
の
な
か
か
ら
「
年
高
徳
郡
」
の
者
を
「
公
訴
」
す
る
。
そ
の
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

挙
さ
れ
た
も
の
は
「
管
腰
結
密
」
と
い
い
、
任
期
は
二
年
目
あ
る
。
李
慈
銘
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
漸
江
省
印
結
局
の
責
任
者
は
、
「
部
曹
の
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

士
出
身
者
」
、
つ
ま
り
科
挙
試
験
に
合
格
し
、
六
部
の
司
宮
ク
ラ
ス
に
奉
職
す
る
者
に
よ
っ
て
、
順
番
に
担
当
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

「
管
印
結
官
」
を
含
む
印
結
局
の
メ
ン
バ
ー
は
、
肩
書
き
を
こ
だ
わ
ら
ず
、
互
い
に
「
局
友
」
や
「
友
」
で
呼
び
合
う
。
つ
ま
り
、
印
結
局
の

内
部
関
係
は
、
役
所
の
よ
う
な
上
司
と
部
下
と
の
関
係
で
は
な
く
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
の
も
と
で
成
立
し
た
平
等
な
関
係
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
身
元
保
証
書
を
取
り
扱
う
清
末
の
印
結
局
は
、
｝
種
の
共
済
組
合
、
あ
る
い
は
「
身
元
保
証
人
協
会
」
の
よ
う
な
組

織
で
あ
る
。

3
　
印
結
取
扱
規
定

絹納と印結について（伍躍）

　
先
に
紹
介
し
た
蔓
生
や
知
府
ポ
ス
ト
な
ど
を
絹
納
す
る
際
の
印
結
手
数
料
の
金
額
は
、
あ
く
ま
で
も
計
算
の
基
準
で
あ
る
。
掲
納
の
現
場
で

は
、
各
印
結
局
が
独
自
に
定
め
た
関
係
規
定
に
従
い
払
う
の
で
あ
る
。
清
末
、
各
省
の
印
結
局
は
、
印
結
の
作
成
、
費
用
な
ど
に
つ
い
て
の
規

定
を
定
め
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
規
定
を
載
せ
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
編
纂
し
て
公
表
す
る
。
た
と
え
ば
、
『
重
訂
漸
愈
愈
結
簡
明
章
程
瞼
が
、
こ
の

よ
う
な
書
物
で
あ
る
。

　
当
時
、
漸
江
省
印
結
局
は
、
毎
年
の
よ
う
に
印
結
章
程
を
協
議
し
、
関
係
規
定
を
ま
と
め
て
出
版
す
る
。
こ
の
何
度
も
増
血
さ
れ
た
書
物
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

漸
減
省
印
結
局
が
「
公
議
」
し
た
う
え
で
発
行
す
る
該
印
結
局
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
大
掲
・
注
冊
・
梅
畑
・
認
識
・
投
供

領
懸
・
声
明
知
照
・
掲
免
保
挙
・
二
様
・
昇
輪
回
支
・
労
農
保
挙
・
五
六
品
京
官
・
常
掲
・
増
定
常
掲
・
海
防
掲
・
鄭
工
掲
・
津
貼
章
程
・
同

局
規
約
な
ど
の
一
七
の
部
分
か
ら
な
る
。
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漸
江
省
印
結
局
は
、
損
納
事
例
が
開
か
れ
る
た
び
に
、
「
疇
限
立
法
」
の
よ
う
に
そ
の
翠
蓋
事
例
に
適
用
す
る
印
結
発
行
の
規
定
を
公
表
す

る
。
こ
の
規
定
は
、
そ
の
都
度
の
印
結
手
数
料
は
如
何
に
し
て
計
算
す
る
か
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
光
緒
一
〇
年
（
｝
八
八
四
）

年
に
開
か
れ
た
「
海
防
事
例
」
の
た
め
に
、
漸
江
省
印
結
局
は
、
『
増
訂
海
防
新
例
印
結
章
程
』
を
定
め
た
。
そ
の
第
一
条
は
、
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
⑤

書
い
て
あ
る
。

　
　
由
挙
貢
生
監
報
絹
京
外
船
宮
、
或
由
各
項
官
職
加
摘
改
掲
者
、
除
注
冊
各
項
傍
照
向
常
理
収
外
、
再
呈
罫
紙
里
数
、
収
取
軍
費
。

　
こ
れ
は
、
候
選
の
注
冊
手
続
き
に
必
要
な
印
結
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
海
防
事
例
の
関
係
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
「
京

外
野
官
」
な
ど
を
報
指
す
る
者
に
対
し
、
注
柵
に
要
す
る
凝
結
一
枚
に
付
き
二
枚
分
の
手
数
料
を
要
求
す
る
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
知
凧

揚
納
の
例
で
説
明
し
た
い
。
先
に
紹
介
し
た
が
、
密
航
省
籍
の
報
慰
者
が
実
官
の
知
府
を
掴
冠
し
て
、
注
冊
手
続
き
を
す
ま
す
に
際
し
て
、
所

定
の
印
結
手
数
料
の
計
算
基
準
は
一
〇
〇
両
で
あ
る
。
そ
の
『
増
訂
海
防
新
例
印
結
章
程
匝
に
よ
れ
ば
、
海
防
絹
で
知
府
掲
載
に
要
す
る
注
冊

印
結
の
手
数
料
は
、
一
〇
〇
両
×
二
硅
二
〇
〇
両
で
あ
る
。

　
光
緒
＝
二
年
（
一
八
八
七
）
年
、
鄭
州
付
近
で
決
壊
し
た
黄
河
の
堤
防
を
復
旧
す
る
と
い
う
名
目
で
、
「
鄭
工
事
例
」
が
開
か
れ
た
。
そ
れ
を

受
け
て
、
蟹
江
省
印
結
局
は
、
さ
ら
に
『
増
訂
書
置
新
例
印
譜
章
程
臨
を
定
め
た
。
こ
の
章
程
の
第
一
条
は
、
印
結
手
数
料
の
全
般
に
関
す
る

　
　
　
　
⑥

も
の
で
あ
る
。

　
　
由
鄭
工
報
掲
人
員
応
出
各
結
、
～
概
照
海
防
加
三
成
収
費
。
道
府
州
県
五
項
正
印
、
各
加
五
成
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
郷
工
事
例
で
の
報
覇
者
に
対
し
、
措
下
す
る
ポ
ス
ト
に
応
じ
て
印
結
～
枚
に
付
き
二
⊥
二
な
い
し
二
・
五
枚
で
計
算
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
知
府
掲
納
に
要
す
る
印
結
手
数
料
は
、
一
〇
〇
両
×
二
・
五
1
1
二
五
〇
両
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
印
結
局
側
は
、
何
の
説
明
も
無
し
勝
手
に
印
結
手
数
料
を
つ
り
あ
げ
た
。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
な
る
べ
く
高
い
収
益

を
得
よ
う
と
す
る
狙
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
狙
い
を
可
能
に
す
る
の
は
、
独
占
経
営
と
い
っ
て
も
い
い
経
営
形
態
で
あ
る
。

　
な
お
、
直
結
官
に
よ
る
印
結
手
数
料
の
着
服
を
防
止
す
る
た
め
に
、
掴
納
関
係
釜
元
の
発
行
を
印
結
局
の
専
管
事
項
と
し
、
局
の
識
記
は
欠
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掲納と印結について（伍躍）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

け
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
一
方
、
次
の
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
絹
納
各
員
鐙
選
、
過
堂
、
領
愚
、
及
分
画
、
験
看
瞬
結
、
各
就
熟
識
同
郷
官
取
結
、
結
線
龍
華
交
局
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
京
官
個
人
は
、
知
り
合
い
の
同
郷
の
報
絹
者
に
印
結
を
直
接
発
行
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
が
、
必
要
な
手
数
料
を
領
収
し
、

印
結
局
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
も
し
出
結
官
に
よ
る
手
数
料
の
着
服
が
発
覚
す
れ
ば
、
そ
の
手
数
料
を
追
徴
す
る
ほ
か
、
さ
ら

に
二
〇
％
の
「
査
費
銭
」
を
科
す
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
出
替
官
が
こ
う
し
た
処
分
を
拒
否
し
た
場
合
、
本
人
に
配
分
す
る
印
結
銀
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
差
し
引
く
、
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
清
末
、
各
省
の
印
結
局
は
そ
れ
ぞ
れ
の
身
内
（
鞍
懸
）
を
優
遇
す
る
た
め
の
印
結
取
扱
内
規
を
定
め
て
い
た
。
ま
ず
、
現
職
宮
僚
の
掴
納
を

優
待
す
る
措
置
を
挙
げ
よ
う
。
当
時
、
「
五
指
」
（
京
官
を
や
め
て
収
入
の
い
い
外
官
ポ
ス
ト
を
掲
納
す
る
こ
と
）
と
「
降
指
」
（
現
在
の
ポ
ス
ト
よ
り
低

い
が
、
収
入
の
い
い
ポ
ス
ト
を
掲
納
す
る
こ
と
）
を
損
納
す
る
に
際
し
て
、
同
郷
贈
官
の
印
結
は
必
要
と
さ
れ
る
。
山
東
省
印
結
局
で
は
、
現
職
官

僚
に
よ
る
「
改
掲
」
と
「
降
掲
」
に
あ
た
っ
て
、
所
要
印
結
の
手
数
料
を
「
錦
繍
大
駆
之
数
減
四
重
」
、
つ
ま
り
二
男
の
揖
納
に
所
要
な
印
結

手
数
料
の
六
割
で
計
算
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
山
東
省
籍
の
京
官
が
外
官
の
知
府
を
「
改
指
」
す
る
場
合
、
印
書
手
数
料
は
一
〇
〇
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

×
○
・
六
1
1
六
〇
両
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
～
部
の
省
で
は
、
現
職
京
官
の
子
孫
や
親
戚
に
対
し
て
も
、
優
遇
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
次
は
江
蘇
省
印
結
局
の
規
定
で
あ

る
σ

　
　
現
任
京
官
子
孫
及
胞
兄
弟
姪
報
絹
七
品
以
下
京
職
、
上
鮎
公
転
。
報
絹
外
官
及
六
品
以
上
、
仰
早
老
費
。

つ
ま
り
、
現
職
京
官
の
子
孫
や
親
戚
が
、
外
官
や
六
品
以
上
京
宮
を
報
指
す
る
場
合
、
規
定
通
り
の
欝
欝
手
数
料
を
請
求
す
る
に
対
し
、
七
品

以
下
の
京
職
を
報
齢
す
る
場
合
、
必
要
な
印
結
は
、
「
公
送
」
、
す
な
わ
ち
無
料
で
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
現
職
京
官
が
「
加
平
」
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

納
す
る
際
の
印
結
手
数
料
も
、
「
公
送
」
で
あ
る
。

　
以
上
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
省
印
結
局
の
取
扱
規
定
は
、
身
内
の
利
益
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
掲
納
事
例
が
開
か
れ
る
た
び
に
あ
る
い
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は
必
要
と
判
断
す
る
時
に
一
方
的
に
改
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
印
結
発
行
と
印
結
手
数
料
管
理
の
た
め
に
、
京
官
た
ち
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
に
基
づ
い
て
、
省
ご
と
に
印
結
局
と
い
う
共

済
組
合
の
よ
う
な
組
織
を
結
成
し
た
。
こ
の
印
結
局
は
、
印
結
の
発
行
と
い
う
公
権
力
の
行
使
に
際
し
て
、
身
内
の
利
益
を
最
優
先
に
考
え
て
、

発
行
手
数
料
の
金
額
を
は
じ
め
印
結
の
取
扱
内
規
を
定
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
妥
結
手
数
料
を
徴
収
す
る
。
で
は
、
印
結
局
は
、
公
権
力
の
行
使

を
伴
い
徴
収
し
た
印
結
手
数
料
を
如
何
に
し
て
「
出
結
官
」
た
ち
に
分
配
し
た
の
か
、
そ
の
分
配
に
ま
つ
わ
る
問
題
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？

　
①
㎎
各
省
印
三
唱
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
）
、
清
末
舞
岡
年
問
刊
本
。
　
　
海
図
書
館
で
は
、
成
豊
七
年
（
一
八
五
七
）
に
改
正
さ
れ
た
漸
江
省
印
結
局
の

　
　
な
お
、
掲
納
に
際
し
て
、
「
随
封
」
、
「
小
輩
」
、
「
喜
金
」
な
ど
の
名
目
で
チ
ッ
プ
　
　
　
　
　
『
公
議
印
結
条
款
章
程
』
も
所
蔵
し
て
い
る
。

　
　
も
要
求
さ
れ
る
（
前
掲
書
、
江
蘇
、
第
一
a
頁
；
広
東
、
第
二
a
～
四
a
頁
を
参
　
⑤
『
重
訂
漸
二
重
結
簡
明
章
程
』
、
第
一
七
a
頁
。

　
　
照
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
『
重
訂
漸
江
印
結
簡
明
章
程
』
、
第
二
〇
a
頁
。

　
②
許
大
齢
『
組
重
掲
納
制
度
』
、
簗
一
〇
八
頁
。
張
友
鶴
「
誌
代
の
官
制
」
（
李
宝
　

⑦
『
公
議
印
結
条
款
章
程
』
、
第
五
b
頁
。
な
お
、
隅
重
訂
漸
騰
印
結
簡
明
章
程
』
、

　
　
嘉
噌
官
場
現
形
記
歴
、
付
録
、
第
一
〇
七
五
頁
）
を
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
三
a
頁
。

　
③
噸
李
慈
銘
日
記
』
（
上
海
、
商
務
印
書
館
、
一
九
二
〇
年
）
、
重
扇
四
年
正
月
二
　
⑧
州
重
訂
漸
窯
印
結
簡
明
章
程
㎞
、
第
二
三
a
～
b
頁
。

　
　
九
日
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑨
門
各
省
印
結
㎞
、
山
東
、
第
二
a
頁
。

　
④
『
重
訂
南
江
帰
結
簡
明
章
程
』
。
上
書
は
、
何
度
も
の
改
正
か
ら
な
っ
た
も
の
　
⑩
『
各
省
印
面
』
、
江
蘇
、
第
三
b
、
一
b
頁
。
漸
江
省
の
印
結
局
に
も
こ
の
よ

　
　
で
あ
り
、
最
後
の
改
正
は
光
緒
二
九
年
（
一
九
〇
三
）
三
月
で
あ
る
。
な
お
、
上
　
　
　
　
　
う
な
規
定
が
あ
る
（
㎎
重
訂
漸
江
窯
出
簡
明
章
程
隔
、
第
二
五
a
頁
）
。
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三
印
結
銀
の
分
配

1
　
印
結
銀
の
分
配
原
則

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
印
結
局
に
加
入
し
た
京
官
は
印
墨
銀
の
受
領
資
格
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
の
印
結
銀
の
金
額
は
、
「
品
位
之
崇
卑
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

つ
ま
り
官
品
に
応
じ
て
配
分
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
の
影
響
を
受
け
て
「
友
」
で
呼
び
合
う
よ
う
な



平
等
関
係
で
築
か
れ
る
印
結
局
で
働
い
て
い
る
の
は
、
や
は
り
従
来
型
の
官
僚
社
会
で
働
く
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
原
理
で
あ
る
。

　
ま
た
、
印
結
局
の
加
入
時
期
に
よ
っ
て
、
分
配
さ
れ
る
叢
薄
銀
の
金
額
は
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
河
南
省
籍
の
京
官
が
構
成
し
た
河
南
省
印

結
局
は
、
月
末
ご
と
に
印
結
銀
を
関
係
者
に
支
給
す
る
。
毎
月
初
五
日
差
で
に
加
入
す
る
者
に
対
し
て
は
、
全
額
を
支
給
し
、
初
五
日
以
後
二

〇
日
ま
で
に
加
入
す
る
者
に
対
し
て
は
、
半
額
を
支
給
す
る
。
二
〇
日
以
後
に
加
入
す
る
者
に
対
し
て
は
、
当
月
分
の
印
結
紐
を
支
給
し
な
い

と
さ
れ
る
。
人
事
異
動
に
よ
っ
て
地
方
富
に
背
黒
す
る
な
ど
を
理
由
に
京
師
を
離
れ
る
場
合
で
は
、
二
五
日
以
後
に
離
れ
る
者
に
対
し
て
は
全

額
を
、
一
五
日
以
後
に
離
れ
る
者
に
対
し
て
は
そ
の
半
額
を
支
給
す
る
。
一
五
日
以
前
に
京
師
を
離
れ
る
者
は
、
当
月
分
の
印
結
銀
を
受
領
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
京
師
を
離
れ
る
こ
と
を
印
結
局
に
知
ら
せ
ず
印
平
銀
を
引
き
続
き
受
け
取
る
者
が
発
覚
し
た
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

不
正
に
受
け
取
っ
た
印
結
銀
の
全
額
返
還
を
求
め
る
と
さ
れ
る
。

　
印
環
銀
受
領
の
実
例
に
つ
い
て
、
早
馬
銘
の
事
例
を
あ
げ
よ
う
。
同
治
一
〇
年
（
一
八
七
一
）
正
月
、
李
慈
銘
は
漸
江
摂
理
の
仕
事
を
や
め

て
ふ
た
た
び
上
京
し
た
。
彼
は
二
月
二
三
日
に
京
師
に
着
い
た
の
で
、
漸
江
省
印
結
局
か
ら
二
月
分
の
印
結
銀
を
も
ら
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ら
、
京
師
到
着
の
時
期
は
す
で
に
二
〇
日
を
過
ぎ
た
か
ら
で
あ
る
。
印
詮
議
の
受
領
を
再
開
し
た
の
は
、
翌
三
月
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事
例
か

ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
河
南
や
漸
江
を
含
む
各
印
結
局
で
は
、
印
影
銀
の
受
領
時
期
に
つ
い
て
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

2
　
経
営
情
報
の
公
開

掲納と印結について（伍躍）

　
印
結
局
内
部
の
利
益
調
整
に
あ
た
っ
て
は
、
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
「
情
報
公
開
」
の
原
鋼
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
漸
江
省

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
④

印
結
局
の
規
定
を
あ
げ
た
い
。

　
　
霧
中
毎
月
向
隣
出
結
各
単
。
今
界
面
掲
二
黒
名
籍
貫
、
逐
款
添
刻
銀
数
、
並
翻
刻
熟
議
各
友
姓
名
単
｝
紙
、
随
同
公
費
分
送
、
庶
同
局
各
友
一
覧
了
然
、

　
　
以
示
無
私
。

と
あ
る
。
こ
の
光
緒
四
年
（
一
八
七
八
）
の
秋
に
定
め
ら
れ
た
規
定
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
に
鯖
江
省
印
結
局
の
内
部
で
は
、
月
ご
と
に
出
面
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の
状
況
を
文
書
で
公
表
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
光
緒
四
年
以
後
、
さ
ら
に
指
生
の
姓
名
籍
貫
、
そ
れ
ぞ
れ
が
納
め
た
手
数
料
の
金
額
、
印

結
局
メ
ン
バ
ー
の
名
簿
を
月
ご
と
に
刊
行
し
て
公
表
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
措
置
の
狙
い
は
、
「
無
私
」
、
つ
ま
り
全
員
に
公
平

を
示
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
漸
江
省
印
結
局
は
、
光
緒
四
年
の
時
点
で
経
営
情
報
を
よ
り
い
っ
そ
う
公
開
す
る
方
針
を
決
め
た
の
で
あ
る
か
。
実
は
、
ち
ょ

う
ど
こ
の
頃
、
漸
江
省
印
結
局
の
内
部
で
印
奮
起
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
意
見
対
立
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
李
慈
銘
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
印
結
局
の
責
任
者
は
、
ず
っ
と
前
か
ら
自
分
の
地
位
を
利
用
し
て
私
利
を
図
り
、
手
数
料
収
入
と
印
結
銀
支
出

を
ご
ま
か
し
た
こ
と
が
、
対
立
の
き
っ
か
け
で
あ
る
。

　
彼
の
日
記
に
よ
る
と
、
光
緒
二
年
（
　
八
七
六
）
の
冬
、
部
首
の
進
士
出
身
者
が
主
導
し
た
も
と
で
、
漸
江
省
印
結
局
は
、
進
士
出
身
者
に

分
配
す
る
印
結
銀
を
、
毎
月
「
四
分
之
三
」
、
つ
ま
り
七
五
％
増
額
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
印
結
銀
の
財
源
で
あ
る
印
結
手
数
料
が
確
実
に
増

え
る
こ
と
は
保
証
で
き
な
い
以
上
、
進
士
出
身
者
へ
の
分
配
を
増
額
す
る
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
に
配
分
で
き
る
印
画
銀
を

減
額
す
る
恐
れ
を
引
き
お
こ
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
進
士
出
身
者
を
優
遇
す
る
政
策
で
あ
る
。
言
納
出
身
で
、
そ
れ
ま
で
に
進
士

に
な
る
た
め
の
会
試
で
何
度
も
落
第
し
た
李
慈
銘
の
よ
う
な
も
の
は
、
こ
の
政
策
お
よ
び
印
結
局
の
責
任
者
に
対
し
強
い
不
満
を
も
っ
て
い
た
。

　
配
置
四
年
正
月
二
九
日
、
年
度
の
公
議
が
開
か
れ
る
に
控
え
て
、
友
人
の
戸
部
員
外
郎
注
樹
堂
が
李
慈
銘
を
訪
ね
て
き
て
、
二
人
で
印
結
局

の
運
営
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
た
。
「
名
士
」
を
自
負
す
る
彼
は
、
そ
の
日
の
日
記
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
の
漸
江
省
印
結
局
歴
代
の
責
任

者
を
名
指
し
て
批
判
し
て
い
る
。

　
　
吾
藩
論
結
局
以
部
曹
之
進
士
出
身
者
輪
管
、
朋
占
漁
利
、
出
入
不
謹
。
近
来
此
難
曲
無
頼
村
眠
、
不
通
一
字
、
而
無
恥
益
甚
。
…
…
此
朝
廷
用
進
士
之
弊

　
　
也
。
謬
種
流
伝
、
至
為
市
井
賎
質
所
思
屑
為
之
事
。
哀
哉
。
自
門
漸
孫
慶
成
、
謝
鍾
、
戴
発
罫
書
相
続
管
局
、
争
競
錐
末
、
物
議
沸
騰
。
至
寧
波
人
凌
行

　
　
均
、
湖
州
人
章
乃
雷
沿
其
下
流
、
遂
同
盗
賊
　
。

　
李
慈
銘
は
、
ま
ず
進
士
出
身
の
印
結
局
責
任
者
は
、
私
利
を
漁
り
、
収
入
と
支
出
に
対
し
慎
み
を
欠
い
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
次
に
、
近
年
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損納と印結について（伍躍）

の
責
任
者
は
愚
鈍
で
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
文
書
を
書
き
、
無
恥
が
益
々
甚
だ
し
い
と
批
判
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
朝
廷
が
進
士
を
用
い
る
政
策

の
失
敗
で
あ
る
と
、
進
士
落
第
の
不
満
も
爆
発
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
歴
代
責
任
者
の
名
前
を
挙
げ
て
、
「
争
競
錐
末
」
、
つ
ま
り
わ
ず
か
の
利

益
で
も
争
う
、
「
盗
賊
」
と
同
じ
で
あ
る
、
と
辛
口
で
批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
辛
辣
な
批
判
か
ら
、
我
々
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、

印
結
局
の
内
部
に
は
腐
敗
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
働
い
て
い
る
原
理
は
当
時
に
於
い
て
ど
こ
の
衙
門
に
も
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
の
官
僚
の

原
理
、
あ
る
い
は
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
原
理
で
あ
る
。

　
同
年
の
二
月
一
〇
日
、
李
慈
銘
は
漸
江
省
印
結
局
の
公
議
に
参
加
し
た
あ
と
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

　
　
至
者
四
五
十
人
、
紗
有
似
入
状
者
。
与
此
挙
為
伍
、
可
発
大
嘘
也
。

　
つ
ま
り
、
そ
の
公
議
に
参
加
し
た
四
、
五
〇
人
の
う
ち
、
人
間
に
見
え
る
者
は
少
な
い
。
あ
い
つ
ら
と
一
緒
に
い
れ
ば
、
笑
っ
て
し
ま
う
だ

ろ
う
、
と
。

　
二
日
後
の
一
二
日
、
彼
は
友
人
に
手
紙
を
送
り
、
公
議
を
主
催
す
る
章
織
手
の
「
詐
私
」
と
「
軽
重
無
恥
」
を
同
郷
の
人
に
知
ら
せ
る
た
め

に
、
こ
の
手
紙
を
皆
に
見
せ
よ
う
、
と
促
し
た
。
こ
れ
に
し
て
も
、
彼
の
怒
り
は
な
お
和
ら
が
な
か
っ
た
。
こ
の
日
の
日
記
の
な
か
で
、
そ
の

章
某
が
少
し
で
も
恥
じ
を
知
れ
ば
、
ま
さ
に
「
入
地
」
す
べ
き
だ
っ
た
、
つ
ま
り
死
ん
で
し
ま
え
、
と
呪
っ
て
い
る
。
今
度
、
三
月
一
四
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

李
慈
銘
は
、
さ
ら
に
内
容
の
厳
し
い
抗
議
文
を
章
乃
雷
に
送
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
光
緒
四
年
二
月
、
玉
江
省
印
結
局
の
内
部
は
、
歯
群
銀
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
対
立
し
た
。
こ
の
対
立
の
結
果
と
し
て
、

こ
の
年
の
秋
、
印
結
局
の
責
任
者
が
交
代
し
、
先
に
引
用
し
た
情
報
開
示
の
経
営
方
針
を
決
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
漸
江
省
以
外
の
印
結
局
で
も
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
印
結
局
の
内
部
で
な
ぜ
印
結
銀
の
分
配
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が

お
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
の
原
因
は
、
ま
ず
当
時
の
雲
上
た
ち
に
と
っ
て
印
結
銀
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
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3

京
官
の
家
計
を
支
え
る
印
結
銀
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清
代
、
仁
恩
の
俸
禄
は
、
器
品
に
応
じ
正
韻
と
恩
俸
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
高
額
な
養
廉
銀
の
も
ら
え
る
外
官
（
地
方
官
）
に
比
べ
れ
ば
、

京
官
の
収
入
は
少
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
成
豊
年
聞
以
後
、
中
央
政
府
の
財
政
難
に
よ
っ
て
、
愚
管
の
正
俸
と
恩
俸
は
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
て
、

彼
ら
の
生
活
を
支
え
た
の
は
、
外
官
か
ら
の
っ
け
と
ど
け
（
た
と
え
ば
、
主
上
・
氷
敬
・
別
敬
な
ど
）
の
ほ
か
、
非
合
法
な
慣
行
に
よ
っ
て
成
立

　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
た
印
結
銀
で
あ
る
。
当
時
、
京
官
は
こ
の
印
結
銀
を
「
公
費
」
と
も
呼
ん
で
い
た
。

　
印
結
銀
の
財
源
は
報
慰
者
が
納
め
た
印
結
手
数
料
で
あ
る
の
で
、
地
元
か
ら
の
報
絹
者
の
人
数
は
、
京
官
た
ち
の
印
結
銀
収
入
に
直
接
影
響

を
与
え
た
に
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
四
川
・
広
東
・
江
蘇
・
漸
江
省
籍
の
京
宮
の
な
か
に
は
、
地
元
か
ら
の
報
掃
溜
が
多
い
こ
と
に
恵
ま
れ

て
、
年
間
「
千
金
」
以
上
の
印
結
銀
を
も
ら
え
る
者
が
い
だ
ら
し
い
。
福
建
右
京
官
は
、
年
間
二
百
両
を
も
ら
え
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
省
に

対
し
、
直
隷
地
方
は
比
較
的
に
貧
し
く
て
、
掴
納
言
も
少
な
い
の
わ
り
に
、
中
央
各
衙
門
で
任
官
す
る
直
隷
籍
京
官
は
多
い
。
そ
の
た
め
、
直

隷
籍
京
官
が
も
ら
え
る
帰
結
銀
は
、
年
間
平
均
三
〇
両
か
四
〇
両
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
こ
の
わ
ず
か
な
印
結
銀
は
、
直
隷
籍
出
営
宮
に
と
っ

て
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
一
例
を
あ
げ
て
説
明
し
よ
う
。

　
光
緒
三
年
（
一
八
七
七
）
に
進
士
合
格
し
た
直
隷
清
面
壁
籍
の
李
錫
彬
は
、
家
族
四
人
を
抱
え
て
、
一
日
に
二
食
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
薪

炭
費
が
高
い
か
ら
、
彼
の
家
で
は
自
炊
は
し
な
い
が
、
毎
朝
銀
一
銭
を
使
っ
て
お
湯
を
買
っ
て
、
そ
れ
は
一
日
の
洗
面
や
飲
用
な
ど
に
充
て
る
。

一
日
分
の
食
費
は
「
京
銭
一
千
」
し
か
使
え
な
い
の
で
、
饅
頭
細
図
（
約
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
、
味
噌
、
葱
、
漬
物
を
買
っ
て
食
べ
る
。
彼
は
、

「
武
勲
費
一
項
、
作
一
月
伏
食
費
足
契
」
と
い
い
、
つ
ま
り
毎
月
の
印
結
銀
は
、
一
ヶ
月
分
の
食
費
に
は
十
分
で
あ
る
。
当
時
の
銀
銭
レ
ー
ト

は
、
銀
一
両
を
「
京
銭
十
五
六
千
」
に
両
替
で
き
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
計
算
す
れ
ば
、
李
錫
彬
が
毎
月
に
も
ら
え
る
印
結
銀
は
、
わ
ず
か
二

両
前
後
で
、
年
間
に
二
四
両
で
あ
っ
た
。
直
落
籍
京
官
が
も
ら
え
る
印
篭
の
少
な
さ
は
、
こ
の
事
例
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、

こ
の
わ
ず
か
な
印
結
銀
は
、
直
属
籍
の
京
官
に
と
っ
て
、
ま
さ
し
く
生
死
に
か
か
わ
る
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
雷
っ
て
も
過
言
で
は
な
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地
域
の
要
素
を
除
い
て
、
年
度
に
よ
っ
て
印
結
銀
収
入
は
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ
る
の
で
、
京
官
た
ち
は
い
つ
も
印
結
に
関
す
る
情
報
に
耳

を
と
が
ら
せ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
懸
緒
七
年
（
一
八
八
一
）
頃
、
空
き
ポ
ス
ト
を
待
つ
候
補
密
が
次
々
と
や
っ
て
来
て
、
短
期
内
に
消
．
化
て

き
な
い
と
い
う
現
状
を
受
け
て
、
応
急
策
と
し
て
直
隷
、
江
蘇
、
湖
北
、
漸
江
と
貴
州
へ
の
「
下
墨
」
が
一
時
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

李
慈
銘
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
た
そ
の
年
二
月
二
九
日
の
日
記
の
な
か
で
、
「
吾
百
首
陽
之
三
食
　
」
、
つ
ま
り
餓
死
の
時
期
が
近
づ
い
た

　
　
　
　
　
⑨

と
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
部
門
省
へ
の
分
乗
が
停
止
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
省
に
て
任
官
し
た
い
ま
た
は
候
補
宮
と
な
り
た
い
報
絹
者
に

と
っ
て
、
夢
の
実
現
に
打
撃
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
｝
時
の
停
止
と
は
い
え
、
現
実
問
題
と
し
て
、
「
講
料
」
を
奉
納
す
る
者
の
減
少

を
も
た
ら
す
恐
れ
が
ま
ず
出
て
く
る
。
指
揮
者
の
減
少
は
、
即
納
に
必
要
な
印
結
の
発
行
量
の
減
少
を
引
き
起
こ
し
、
そ
し
て
、
い
う
ま
で
も

な
く
印
結
銀
の
財
源
で
あ
る
印
鑑
手
数
料
の
減
収
を
引
き
お
こ
す
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
揮
発
の
停
止
は
、
京
官
の
饗
膳
銀
収
入
に
直
接
影

響
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
李
慈
銘
は
、
地
元
漸
江
へ
の
豊
隆
停
止
の
情
報
を
聞
い
て
、
存
亡
の
危
機
を
感
じ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
こ

の
年
（
光
緒
七
年
）
、
李
慈
銘
の
印
結
銀
収
入
は
、
前
の
光
緒
六
年
（
一
八
八
○
）
の
三
〇
六
・
九
両
か
ら
、
…
気
＝
ハ
三
・
四
両
ま
で
に
減
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

さ
れ
、
彼
の
家
計
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
に
違
い
な
い
。

　
成
下
・
同
治
以
後
、
還
納
に
よ
る
財
政
収
入
の
減
少
傾
向
に
対
し
て
、
　
部
の
人
は
、
そ
の
原
因
は
髪
結
手
数
料
が
高
す
ぎ
る
、
と
指
摘
し

た
。
た
と
え
ば
、
先
に
も
引
用
し
た
光
緒
元
年
『
申
報
』
記
事
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
印
結
局
の
責
任
者
を
批
判
し
た
。
印
結
局
の
責
任

者
は
、
目
前
の
利
益
だ
け
を
は
か
り
、
避
難
手
数
料
を
高
く
設
定
し
た
。
そ
の
た
め
、
高
い
手
数
料
を
払
え
ず
、
掲
納
を
断
念
す
る
人
が
出
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

く
る
。
結
局
、
印
結
局
の
収
入
の
み
な
ら
ず
、
戸
部
の
掲
納
収
入
も
減
少
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
議
論
は
、
摘
納
に
よ
る
財

政
収
入
が
減
少
し
た
責
任
を
高
い
印
結
手
数
料
に
押
し
つ
け
、
候
補
官
の
増
加
に
よ
る
任
官
難
の
影
響
に
触
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
公
平
な
意
見

と
は
言
い
が
た
い
が
、
当
時
の
世
論
の
　
部
は
、
印
結
手
数
料
に
対
し
、
批
判
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
見
ら
れ
よ
う
。
今
度
は
、
拐
納

に
よ
る
財
政
収
入
の
増
加
を
狙
っ
て
、
戸
部
の
内
部
か
ら
も
同
じ
よ
う
な
議
論
が
出
さ
れ
た
。
光
緒
一
二
年
正
月
二
九
日
、
李
慈
銘
は
、
日
記
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⑫

の
な
か
で
こ
う
記
し
た
。

　
　
今
日
戸
部
百
計
求
利
、
謂
掲
薄
綿
開
、
幕
無
来
者
、
由
印
結
聴
講
太
重
。
黒
雲
裁
歳
費
、
凡
戸
部
上
党
者
概
不
感
結
。
於
是
京
畿
之
待
此
為
命
者
、
皆
当

　
　
立
槁
播
壁
　
。

　
つ
ま
り
、
戸
部
は
、
掃
愚
者
減
少
の
原
因
は
高
い
印
結
手
数
料
に
あ
る
と
見
て
、
印
結
そ
の
も
の
の
提
出
を
廃
止
す
る
方
向
で
対
策
の
検
討

に
入
っ
て
い
る
。
李
慈
銘
は
こ
の
情
報
を
聞
い
て
、
印
結
銀
に
頼
っ
て
生
活
が
や
っ
と
成
り
立
つ
京
官
は
、
こ
れ
で
は
生
き
ら
れ
な
く
な
る
、

と
嘆
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
馬
指
者
が
納
め
た
印
結
手
数
料
は
、
結
局
一
種
の
法
定
外
収
入
と
し
て
、
印
連
銀
の
形
で
京
宮
の
と
こ
ろ
へ
流
れ
て
い
っ
て
、

京
島
の
家
計
を
支
え
る
も
の
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
京
官
に
と
っ
て
、
印
結
言
は
重
要
な
収
入
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
分
配
お
よ
び
印
養
親
の

責
任
者
に
対
し
常
に
不
信
感
を
持
つ
の
は
、
も
は
や
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
李
慈
銘
の
よ
う
な
一
般
メ
ン
バ
ー
は
、
印
結
局
の
責
任
者
を
疑
わ
し
く
見
つ
め
て
い
た
の
は
、
さ
ら
に
よ
り
深
い
原
因
が
あ
る
。

こ
れ
は
俸
禄
と
異
な
る
印
結
銀
の
性
格
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
俸
禄
は
、
名
義
上
は
皇
帝
か
ら
い
た
だ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
受
領
す
る
者
と
し
て
は
、
俸
禄
の
金
額
や
支
給
方
法
に
対
し
、
疑
問
を

抱
く
こ
と
自
体
は
当
時
の
社
会
通
念
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
印
結
銀
は
、
俸
禄
と
異
な
っ
て
、
報
指
樽
か
ら
徴
収
し

た
印
結
発
行
手
数
料
を
元
に
し
て
、
一
種
の
手
当
て
に
転
化
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
巨
額
の
金
銭
を
管
理
す
る
の
は
、
皇
帝
で
は
な
く
、

ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
と
平
等
な
立
場
に
立
つ
、
お
互
い
に
「
友
」
で
呼
び
合
う
印
結
局
の
責
任
者
で
あ
る
。
個
人
が
自
分
の
利
益
を
優
先
す
る
中

国
宮
漏
社
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
巨
額
の
金
銭
を
管
理
す
る
者
を
信
用
し
な
い
の
は
、
も
は
や
普
通
で
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
官
僚

た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
を
使
っ
て
、
こ
う
し
た
人
間
不
信
の
な
か
で
組
織
を
維
持
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
印
結
局
内
部
の
意
見
対
立
の
結
果
と
し
て
、
経
営
情
報
を
開
示
す
る
経
営
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
情

報
公
開
と
い
う
近
代
的
な
方
法
を
使
っ
て
、
責
任
者
の
「
無
私
」
を
関
係
者
全
員
に
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
意
見
対
立
か
ら
生
ま
れ
た
方
法
は
、
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偶
然
に
考
え
出
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
清
末
に
流
行
っ
て
い
た
「
徴
信
」
と
い
う
時
代
の
流
れ
の
影
響
を
受
け
て
生
ま
れ
た
特
有
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

も
の
で
あ
っ
た
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。
当
時
、
民
間
に
よ
る
公
共
事
業
の
経
営
か
ら
生
ま
れ
た
「
黒
々
原
理
」
の
影
響
は
、
次
第
に
拡
大
し

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
印
結
局
内
部
の
意
見
対
立
を
解
消
す
る
た
め
に
、
「
興
信
原
理
」
の
理
念
を
受
け
て
、
関
係
者
全
員

に
「
無
私
」
を
示
さ
せ
、
あ
る
い
は
信
を
問
う
と
い
う
経
営
方
針
を
決
め
た
こ
と
は
、
当
然
の
成
り
行
き
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
漸
江
省
を

含
む
江
南
地
方
は
、
そ
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
徴
信
原
理
が
全
国
で
先
頭
を
切
っ
て
流
行
っ
て
い
る
先
進
地
域
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
含
め
て
考

え
れ
ば
、
漸
江
省
籍
の
京
官
た
ち
が
、
印
結
局
の
経
営
管
理
に
対
す
る
不
信
を
少
し
で
も
取
り
除
く
た
め
に
、
情
報
公
開
の
よ
う
な
方
法
を
取

り
入
れ
た
の
は
、
偶
然
と
は
雷
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
当
時
の
民
間
公
共
事
業
は
、
盛
ん
に
「
徴
信
録
」
の
出
版
を
通
じ
て
公
信
を
問
う
。
清
末
に
な
っ
て
、
政
府
は
こ
う
し
た
潮
流
の
な
か
で
、

「
徴
信
録
」
を
出
版
す
る
と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
を
取
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
民
間
と
政
府
が
発
行
し
た
徴
信
録
に
比
べ
れ
ば
、

印
結
局
が
開
示
し
た
情
報
の
全
容
は
、
残
念
な
が
ら
現
段
階
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
た
だ
～
つ
言
え
る
の
は
、
印
結
局

が
情
報
公
開
と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
を
取
り
入
れ
た
目
的
は
、
あ
く
ま
で
も
印
結
局
内
部
の
利
益
関
係
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
李
慈
銘
の
よ
う
な
者
で
さ
え
、
最
初
は
全
納
出
身
者
の
立
場
か
ら
一
時
的
に
批
判
の
声
を
挙
げ
た
が
、
自
分
が
い
っ
た
ん

進
士
に
な
る
と
、
す
ぐ
進
士
の
立
場
で
利
益
問
題
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
信
を
問
う
対
象
は
、
印
結
局
の
メ
ン
バ
ー
に
限
ら
れ
、

民
間
公
共
事
業
の
よ
う
な
人
か
ら
人
へ
の
信
を
保
証
す
る
最
後
の
手
段
と
し
て
神
や
お
上
に
信
を
問
う
方
法
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、

印
結
局
は
組
織
構
成
や
情
報
公
開
の
面
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
を
取
り
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
本
質
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
も
の
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
窟
僚
の
世
界
あ
る
い
は
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
の
責
任
者
も
一
般
メ
ン
バ
ー
も
、
何
か
理
想
を
も
っ
て
公
益

事
業
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
個
人
利
益
の
調
整
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
や
む
を
え
ず
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
を
取
り
入
れ
た
だ

け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
を
取
り
入
れ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
限
界
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
限
界
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
そ
の
意
義
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
印
結
局
か
ら
見
ら
れ
る
メ
ン
バ
ー
全
員
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が
「
友
」
で
呼
び
合
う
こ
と
、
お
よ
び
情
報
公
開
を
通
じ
て
「
以
示
無
私
」
、
つ
ま
り
信
を
問
う
こ
と
は
、
秦
の
始
皇
帝
以
来
数
千
年
の
歴
史

を
も
つ
中
華
の
官
僚
世
界
に
も
よ
う
や
く
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
近
代
的
な
原
理
を
取
り
入
れ
る
試
み
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
　
『
三
宿
類
抄
』
、
普
通
類
、
挑
学
壌
不
取
調
結
銀
、
第
三
一
八
七
頁
。

②
『
河
南
印
結
章
程
彙
定
』
、
未
見
。
「
結
局
向
章
定
於
月
里
雪
費
。
凡
入
局
者
初

　
五
日
以
前
全
分
、
二
十
日
以
前
半
分
、
鑑
二
十
日
不
入
分
単
。
出
局
二
十
五
日
以

　
後
全
分
、
十
五
日
以
後
半
分
、
霊
鑑
十
五
日
者
不
入
分
館
。
燃
有
出
京
時
、
並
不

　
知
会
結
局
、
働
行
事
領
者
、
査
出
盛
数
到
底
」
。
許
大
齢
群
書
代
掲
納
制
度
』
、
第

　
～
○
八
頁
を
参
照
。

③
張
徳
昌
『
清
季
～
個
京
富
的
生
活
』
、
第
七
九
頁
。

④
『
重
訂
漸
江
印
結
簡
明
章
程
』
、
第
二
四
b
～
二
五
a
頁
。

⑤
『
李
慈
銘
日
記
』
、
光
緒
四
年
正
月
二
九
日
、
二
月
一
〇
日
、
二
月
一
二
日
、

　
三
月
一
四
日
。

⑥
中
国
第
　
歴
史
棺
案
館
所
蔵
清
夏
吏
部
棺
案
、
巻
七
～
、
乙
酉
雪
年
（
河
南
）

　
印
結
簿
。

⑦
’
京
宮
の
生
活
に
つ
い
て
、
張
徳
昌
糊
清
季
一
個
京
官
費
生
活
㎞
、
第
四
六
～
四

　
九
、
五
二
～
五
七
頁
を
参
照
。

⑧
何
徳
鰯
『
話
夢
録
」
（
北
京
、
北
京
皇
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
、
第
一
二
～

　
一
三
頁
；
『
春
明
瞭
録
」
（
北
京
、
北
京
古
謡
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
、
第
～
三

　
六
頁
。
著
者
は
、
清
宋
に
吏
部
司
務
庁
掌
印
や
侍
郎
な
ど
を
歴
任
し
た
。

⑨
門
李
慈
銘
日
記
」
、
光
緒
七
年
二
月
二
九
日
。

⑩
張
徳
昌
『
清
季
一
個
京
官
的
生
活
』
、
第
六
四
頁
。

⑪
開
申
報
』
、
光
緒
元
年
一
〇
月
二
八
日
、
掲
広
東
雲
南
印
結
之
弊
。

⑫
欄
李
慈
銘
日
記
」
、
光
緒
一
二
年
正
月
二
九
日
。

⑬
夫
馬
進
『
中
国
善
会
善
堂
史
研
究
』
（
京
都
、
同
朋
舎
、
一
九
九
七
年
）
、

　
五
一
～
七
五
二
、
八
＝
二
～
八
三
九
頁
。

第
七
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む
　
す
　
び
　
に

　
以
上
、
印
結
使
用
の
由
来
、
解
織
と
印
結
と
の
関
係
、
印
結
局
に
よ
る
印
結
・
剛
結
手
数
料
・
印
結
晶
の
管
理
、
印
脳
裡
と
離
宮
収
入
と
の

関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
印
結
発
行
や
印
面
銀
の
支
給
基
準
な
ど
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
新
し
い
史
料
を
発
掘
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
車
代
の
康
煕
年
間
、
政
府
が
印
結
と
い
う
装
置
を
通
し
て
、
掴
納
出
身
官
僚
の
素
質
を
確
保
し
、
現
職
官
僚
の
責
任
感
を
よ
り
強
め
よ
う
と

し
て
、
こ
の
＝
石
二
鳥
」
の
制
度
を
導
入
し
た
。
し
か
し
、
地
元
報
揚
者
に
身
元
保
証
書
で
あ
る
印
結
を
発
行
す
る
前
提
で
あ
る
、
京
官
た

ち
が
報
掲
者
の
す
べ
て
を
知
り
尽
く
す
こ
と
は
、
絹
納
現
場
で
の
実
行
が
な
か
な
か
難
し
い
。
特
に
嘉
慶
・
道
光
以
後
の
よ
う
な
掲
納
が
頻
繁

に
開
か
れ
る
時
代
、
印
鑑
の
発
行
は
、
ほ
と
ん
ど
絹
納
代
行
業
者
の
仲
介
に
よ
り
取
り
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
出
結
官
に
よ
る
印
鑑
の
発
行



掲納と印結について（伍：躍）

と
査
掛
官
に
よ
る
印
結
の
チ
ェ
ッ
ク
は
、
と
も
に
報
摘
要
よ
り
提
出
し
た
書
類
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
櫨
案
史
料
な
ど
を

見
る
と
制
度
が
支
障
な
く
動
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
書
類
の
作
成
作
業
は
も
う
す
で
に
制
度
の
基
本
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
伝
統
中
国
の
制
度
史
を
研
究
す
る
際
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
政
府
は
捕
納
制
度
と
印
結
制
度
と
の
間
に
は
無
理
が

あ
っ
た
こ
と
、
印
結
の
作
成
に
は
不
正
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
如
何
に
し
て
対
処
す

る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
財
政
難
の
解
決
策
と
し
て
事
納
を
頻
繁
に
開
い
た
清
末
の
政
府
は
、
柔
軟
な
対
策
を
講
じ
て
い
た
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
印
結
に
か
か
わ
る
責
任
問
題
に
つ
い
て
、
『
欽
定
六
部
処
分
則
例
』
の
な
か
で
関
係
規
定
を
整
備
し
た
。
つ
ま
り
印
結
作
成
の

段
階
に
お
い
て
は
、
政
府
は
タ
ッ
チ
せ
ず
、
官
僚
や
印
結
局
の
判
断
に
任
せ
る
方
針
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
印
結
が
提
出
さ
れ
た
あ
と
、

不
正
が
発
覚
す
れ
ば
、
政
府
は
そ
の
印
結
を
発
行
す
る
官
僚
を
処
罰
す
る
の
で
あ
る
。

　
印
結
発
行
手
数
料
と
京
官
生
活
に
欠
か
せ
な
い
偉
蹟
銀
の
問
題
に
対
し
て
も
、
政
府
は
柔
軟
な
対
策
を
と
っ
て
い
た
。
以
上
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
官
僚
た
ち
は
、
印
結
の
発
行
と
引
き
換
え
に
報
摺
者
か
ら
手
数
料
を
も
ら
え
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
公
文
書
の
発
行
手
数
料
を
自
分
の

ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
、
官
僚
が
も
つ
公
権
力
の
象
徴
と
し
て
の
官
印
は
、
官
僚
自
ら
の
金
儲
け
の
道
具
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
代

社
会
で
公
金
着
服
に
も
あ
た
る
よ
う
な
行
為
は
、
政
府
の
黙
認
に
よ
っ
て
、
慣
行
と
し
て
堂
々
と
行
な
わ
れ
て
い
た
。
官
僚
の
正
規
俸
禄
を
カ

ッ
ト
し
た
張
本
人
で
も
あ
る
政
府
は
、
自
身
の
活
動
を
維
持
す
る
た
め
に
、
官
僚
た
ち
を
働
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
政
府
自

身
は
、
規
定
通
り
に
俸
禄
を
支
給
し
て
官
僚
の
生
活
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
こ
の
慣
行
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
結
局
、
政
府
側
は
、
鼎
坐
手
数
料
お
よ
び
印
象
銀
に
対
し
て
も
柔
軟
な
対
策
、
つ
ま
り
政
府
と
し
て
は
干
渉
せ
ず
、
官
僚
た
ち
が
つ
く
っ

た
印
結
局
に
任
せ
る
と
い
う
方
針
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
摘
納
に
よ
る
財
政
収
入
の
確
保
と
い
う
最
優
先
課
題
に
直
面
す
る
清
末
の
政
府
は
、
掴
納
に
か
か
わ
る
二
七
、
お
よ
び
印
結

手
数
料
、
印
結
銀
の
問
題
に
対
し
、
柔
軟
な
対
策
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
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さ
ら
に
、
政
府
が
柔
軟
な
対
策
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
印
結
局
は
印
結
の
発
行
か
ら
印
結
銀
の
分
配
に
至
る
ま
で
の
声
誉
業
務
の

要
に
な
っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
が
、
男
結
や
印
結
銀
な
ど
を
管
理
す
る
た
め
に
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
人
間
で
あ
る
官
僚
た
ち
が
パ
ブ
リ
ッ
ク
原

理
の
影
響
を
受
け
て
、
「
友
」
で
呼
び
合
う
印
結
局
を
結
成
し
、
そ
し
て
印
結
局
内
部
の
利
益
調
整
か
ら
生
ま
れ
た
情
報
公
開
に
よ
っ
て
、
「
無

私
」
を
示
し
て
関
係
者
全
員
に
信
を
問
う
経
営
方
針
か
ら
、
近
代
の
夜
明
け
に
直
面
す
る
伝
統
中
国
の
官
僚
社
会
が
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
を

取
り
入
れ
て
、
近
代
へ
動
き
出
し
た
の
を
見
る
こ
と
も
で
き
た
。
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
の
世
界
に
わ
ず
か
な
が
ら
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
が
取
り
入
れ

ら
れ
た
、
言
い
換
え
れ
ば
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
原
理
が
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
世
界
を
侵
食
し
た
の
は
、
伝
統
官
僚
制
か
ら
近
代
官
僚
制
へ
の
移
行
期
に

お
け
る
中
国
社
会
と
中
国
官
僚
制
度
を
認
識
す
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。
こ
の
画
期
的
な
こ
と
は
、
中
国
官
僚
史
に

お
い
て
注
目
す
べ
き
新
し
い
動
き
で
あ
る
一
方
、
当
時
の
中
国
社
会
に
す
で
に
育
ん
で
い
る
近
代
へ
の
胎
動
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
視
点
か
ら
、
中
国
宮
僚
制
と
中
国
社
会
近
代
化
問
題
と
の
関
係
を
よ
り
進
ん
で
研
究
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。
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The　Purchase　of　Othce　and　Letters　o（　Guarantee：

An　Examination　of　the　Purchase　of　Othce　．System

　　　　　　　　　　du血g　the　Qing　Dynasty（II）

by

WU　Yue

The　purchase　of　othce，加％π雨漏，　was　a　syste曲w垣ch　the　gove㎜ent

offered　to　ordmary　people　the　sale　of　othcial　government　posts　and　tities　as　a　way

to　overcome　fiscal　difficulties．　The　purchase　of　posts　and　titles　is　an　integral

feature　of　institutional，　political，　fiscal，　and　social　history，　as　weli　as　any　study　of

the　lives　of　govemment　ocaeials．　One　variety　of　document　very　commonly　used　in

da丑y　administration　in　traditionai　China，　the夕吻Fie印結，　was　a　letter　of　guarantee

issued　by　oracials　and　stamped　with　government　seals．　The　Qing　governrneRt

required　a　letter　of　guarantee　to　confirm　the　identity　of　a　person　purchasing　aR

oeqce　or　title．

　　Drawing　on　archival　materials，　this　essay　examines　the　relationship　between・the

purchase　of　othce　and　the　letter　of　guarantee．　1　have　looked　in　panicular　at　the

connection　between　the　lives　of　othcials　and　the　Tax　on　the　Letter　of　Guarantee，

ッ吻吻γ勿凝結銀，the　processing　fεe　that　amounted　to　ad（翫三〇nal　income　for　the

oihcial．　1　discuss　the　trend　toward　modemity　in　the　Letter　of　Guarantee　Bureau，

Yinj◆吻’u印結局，　through　an　explanation　of　the　intemal　regulations　of　the　bureau，

醐ch　were　formed　by　bareailcrats　actilg　hユthek　o茄。三a】capacity　and　under　the

infiuence　of　the　conception　of　the　“public．”　Put　in　different　terms，　as　a　result　of

making　public　information　of　the　adjustment　of　profits　within　the　Letter　of

Guarantee　Bureau，　it　was　demonstrated　there　were　“no　private　interests”　at

work．　This　policy　of　management　demanded　trustworthiness　of　alj　parties

involved．　One　can　see　a　movement　toward　modemity　in　the　adoption　of　the

principle　of　“public”　by　traditionai　Chnese　bureaucratic　society．　This　is　critically

important　to　our　understanding　of　Chinese　bureaucratic　institutions　and　Chinese

society　during　the　period　of　transition　from　a　traditional　to　a　modem　bureaucratic

system．　The　epochal　shift　is　not　only　a　noteworthy　development　in　China’s

institutional　history，　but　we　should　also　note　that　it　had　been　hasteRed　by　the

nascent　movement　toward　moder　nity　aiready　developing　in　Chinese　society．
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